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消費者の不安感 と広告表現の関係
一 た とえば ,喫 煙 の警 告 キ ャ ンペー ンの場 合 一

横 田 澄 司

不 安 感 の意 識 と マ ー ケ テ ィン グ

現在 は,成 熟市 場 と表現 される よ.うに,消 費者 は生活者 として豊富 な商品 を主体的 に選択 して,

必要 な商品 をほ とん ど購入,所 有,消 費 しつつ,生 活 の質的充実 を享受 し}てい る。 しか し,こ の よ

うな物 質的豊か さが達成 され るにつれ,消 費者には逆 に 「不安 の生活心理が意識 されてきている」

といわれる。

確 かに,個 人 レベルか ら,社 会,国 家,国 際 レベ ルに至た る まで,不 安感 を意識 させ る状況が増

加 しているのは事実 であ り,そ の中で消費者 が生活 を営んでい るの も事実 である。

の

最近 の不安感 について,武 井寿 氏 もかつての 「欠乏 に対する不安 とは性格 が異 な り,物 質的豊か

さのなか での不安,い わば生 活の豊か さが前提 とな った不安 意識」 として指摘 してい る。 では,な

ぜ この ような不安感 を惹起 させ るのか,こ の問題 については,

(a)物 質的豊か さを獲得 した消費者 が,「 いわば失 うことの恐 ろ しさ」乃至は 「守 りの生活態度」

としての心理的不安 であ ること

(b)国 際関係,公 害,失 業 者,不 況,犯 罪,交 通 事故 な ど,社 会不安が増加 してきて いる こと

(c)人 々の価値観 の多様性 か ら くる不安感 で,対 人 関係 において価値観 の相 異に よる人 と人 との

コ ミュニケー シ ョと ・ギ ャ ップの問題 が,不 安感 を惹起 させてい ること

㈹ 家族 や家庭 を基盤 に した不安感 も指摘 されて いる。家出,自 殺,離 婚率 の上昇 に よって,安

住すべ き生活 の場 が,人 々の:不安感 を引き起 こ していること

(e)人 々の教育水準 の向 上に よる医学知識 の修得,健 康意識 の昂揚 に よ り,身 体上 の不安感 を自

覚 す る人 々の増加 して きた こと・,た とえば店 頭 で販売 されてい る医学,健 康,栄 養,医 薬品,
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リハ ビ リテー シ ョン,カ ウンセ リング関係 などの専門書,雑 誌の氾濫 も無視 できない こと,

特 に,「 特定 の対 象 を もら,破 局 に直面 した ときに起 る」恐 れ と比較 して,「 不安 とは,危 機 を予

想 した ときに発生 する感情」 で,「 悩 みの感 情」 であ ると,武 井寿 氏は強調 す る。

確 か に,私 見 を混 じえて武井寿 の考 えを紹介 すれば,

(i)危 険 や破局 につなが るか も知れない兆候 の察知があ り,現 在 の繁栄 を支 えて いる基盤 が崩

壊 しないか どうかの危惧があ る

(ii)経 験 のない未 知の環境 に直面 した場合,ど うい う局面 と相遇 す るか:不明 であ る。 た とえば,

老後生活 を将 来 に控 えた場合 の不安感 がある

(iii)希 望が もてない ときに不安感が高揚す る。 つ ま り精神 的 ス トレスが増加 する ことに よ り,

さらに不安感は増幅 される。

(iv)人 間 が,自 己のア イデ ンテ ィテ ィを見失 った ときに,不 安感 が発生 しやす い。通常 われわ

れは,自 己の行動 や生活 の拠点 が明確 に定着 して いる とぎ,は じめて主体 的 に行動が可能 とな

り,目 標 も達成 されるbそ して 「充 実感」 も評価 され る,と い うことであ る。

　

笠 原 嘉氏は具体的 に不安問題 について列挙 してい る。

われわれが人間 であ る以上,つ ぎの不安 か ら自由でない として,① 健康,② 貧 困,③ 対人関

係,④ 業績,⑤ 社会的役割,⑥ 生 き甲斐,⑦ 憂 国 とい うように,「 自己愛的 不安か ら,わ が こ

との ごと くに国 を憂 える減私的 な もの」 まで,指 摘 される と述べ てい る。 この こ とは,「 心 の安定

を乱す不快 な感情」「多少 とも身体 に反応 をひきお こす感情」 という ことで,だ れ も意識 される症

候 であ る として,「 病 的不 安」 とは異な り,「 健康範 囲内の不安」 と して,わ れわれ現 代人の避 け ら

れない問題 を論述 して いる。

ここでわれわれは,身 体的症状 として心臓 の動悸,頻 脈,呼 吸 困難,ふ るえ,め まい,の ぼせ と

して,「 不安 は しば しば身体 の症 状 に とって かわ られ る」 とされてい るが,わ れわれが マー ケテ ィ

ングで重視 され るのは,身 体的 レベルではな く,心 理的 レベル での 「不安感」 であ る。

不安 とは,「 何 らかの仕 方で人聞が その存在の安定 を決定的 にか さぶ れ そうに なる とき生 じ る」

と定義 され る ように,い か に不安感 を惹起 させ られ る生活 を余儀 な くされてい るか,わ れ われの現

実 の消費生活 におい て,ま た そうい った状 態の中での消費生活 とは,ど の ような傾 向 を もつ のか,

について注 目す る必要 がある と思わ れた。

ゆ

かつ て横 田澄 司は人々カ{さまざ まな不安状況 の中で生活 して いみ現実 か ら,特 に不安感 の高 い消

費者群 お よび低 い消費者群 に分類 し,そ れぞれの特徴 を明確に した ことが ある。 この場合 は,「 農

薬汚染」 を取上 げ野 菜,果 実,そ の他 茶 に至 たる まで汚染 されて い る実態 を3つ の シナ リオに まと

め,3つ の シナ リオに対す る支持 評定 をさせ た。 そ して これ ら支持 の実態 を消費者 の ライ フスタイ

ル変数 に よ り判別分析 を行 った ところ,農 薬汚染 に対す る不安感 の高低 を規 定 してい るのは 「保存
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食の必要性」 「外 出時間」 の2変 数 であ る ことが理解 された。 つ まり,こ うい つた保 存食 や外 出時

間に対 する意識 や行 動に よ り不安回避,不 安解消 を図ろ うとす ることが理解 された。

この ことは,「 農薬汚染」 と い う社会不安 におびやか されてい る消費者 の ライ フスタイルを検討

するこ とに より,わ れ われはつ ぎの ような問題点 が 引き出 された。

(a)農 薬汚染 とい う社会不安 に よ り消 費生活 は ど う評価 され るのか

(b)社 会不安 を除去,克 服 する キャンペー ンとして,何 を考慮 され るべ きか

　の

さらにわれわれの研究では,不 安感 の高 い人 々 と低い人 々との価値:志向 の差 異 を検討 した ところ,

不安感 の高 い人 々は 「美 しさ」 「伝統的」 「安 定 した」価値 に志 向性 を示 し,同 時 に友人 との対人関

係 を重視 してい ることが理解 された。 また不 安感の低い人 々は,「 便 利 さ」 「静け さ」志向 で,同 時

に よ り多 くの収入 を期待 してい るこ とが理解 された。 そして共通 して 「明 る さ」「豊か さ」「親 しさ」

志向 である ことが理解 された。

この ことは,わ れわれが 日常生 活 を営む場合 に,こ うい つた価値観 な り,'ラ イフスタイルな りが,

不安感 に よ り大 い に反映 され,「 特 定商品への接近,回 避」あ るいは習慣化 した消費生 活に も,特

有 の反応傾向が み られ ることが明確に された ことである。 そして一方 では,不 安感 を意 識 した消費

者 に対 し,警 告 キ ャンペー ン,禁 止広 告 をど う展開すべ きかの問題 は,わ れわ れに とって重視 すべ

きつ ぎの問題 点 と思わ れた。理 由は,こ うい つた警 告や禁止広告は,さ らに不安感 を喚起 させ る要

素 を含み,そ の ことがかえ って消費者 を拒 否的,逃 避 的に方向づ けな いか と危惧 された ためであ る。

禁煙に関する広告制作の方向性

先 に,わ れわ れが多様 な社 会不安の中で,生 活 を余儀 な くされてい る こζにつ いて,論 じた。 ま

た 「喫煙 」 に よる有害性 は,確 かに最近 多 くの人 々に認識 され,常 煙 者 も非喫煙 者 も,社 会不安 の

…つ として評価 す る一方
,誰 もが個人 の身体 的 レベ ルの不安問題 として,強 い関 心 を寄せてい るこ

とは 事実 であ る。

くの

ところで・広告 の中には・StephenA・Greygerが 分類す るように,「 楽 しい広 告」rl吉報の広 告」

の他 に 「気 に さわ る広 告」「イライラす る広告 」 とい った広告 の種類 がある
。

特に,社 会不安 を描写 した広 告の内容は,交 通 事故,麻 薬汚 染,地 震 ・火災,青 少年非行 とい っ

た場合,し ば しば不快悪 不安感 を喚起 させ る種 類の広 告 として,評 価 される ところであ る。

確か に禁止 した り,警 告 を必要 とする内容訴 求の広 告制作 には,消 費者 に とって楽 しさや喜 び と

は逆 に,そ の有害 さの訴求 を強調 す ることに よ り,効 果 を生み出 そ うとす る傾 向があ り,不 快感,

不安感 の避 け られない ところであ る。 そこで,わ れわれは,不 安広 告,不 快広 告 の基本的 に重視 す

べき広告 コンセプ トや広告属性 は何 か を
,分 析 す る必要があ る と思わ れた。 換言 すれば,不 安感 を
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訴求 する内容 の広 告 において,消 費者 に支持 される方 向や条件 が考 えられないか である。

　の
一 つの方 向 として

,VickiRubin,CarolMager&HersheyH.Friedmanは 自社 製品 につい て

の広告 で,そ の会社 の社長や会 長 を登場 させるケー スが増加 している ことか ら,家 具 チ ェー ン店 の

CMに 社 長 を登 場 させる場合 と無 名の コ ミュニケー ターを使 用す る場合 との比較研 究 を行 って いる。

その結果,CMに 社長 を登場 させる と,そ のCMは 「信頼 で きる」 と評価 す る傾 向の強 まる ことが

理解 された として いる。 ここで,わ れわれ も,社 長,会 長 とは本質的 に機能 は異 なるが,専 門家 を

登場 させた場合 につ いて注 目された。 この ように組織 の トップ層 を利用す るこ とは,Rubinら は

他の研究 で も,「 信頼性」 「権威 づけ」 「専門 的」「人 間的魅力」 「好感」「同一感」 な どの点 で効 果的

であ った と評価 して いる。特 に,「 専門的」 が含 まれてい ることに注 目され る。

他方,ThomasJ・Madden&MarcG.Weinbergerに よるユーモ ア広 告 の活用は どうか も検討
くの

さ れ た 。

最 近,ユ ーモ ア広告 の効果が評価 されてきた とい うことで,Madden&Weinbergerは 仮説 的な

結論 を挙 げてい る。 「ユー モアは,受 け手 の気散 しにな るので,広 告 内容 に対 する反発 を減 らし,

説得力 を高 める」 と述べ てい るが,「 受 け手 が どんな人か に より,ユ ーモア広告 の効果 は変わ る」

とい うこ とで タバ コの有害性 についての広 告表現 には,不 適か と思われ た。 かれ らは,ユ ーモア

の使用 に よ り,(a)注 目度,(b)理 解 度,(c)説 得 力,(d)広 告主への信頼感 を従属変数 として検討

してい る'。

その結果,「 注 目させる」のには確 かに よい。 「広告 内容 を記憶 さ.せるとい う点 では,効 果的」「広

告 の説得 力 を高 め るようなプ ラスの ムー ドを強 める」 しか し,「 信頼感 を高 め るのに役 立つ とは限

らない」 ことが理解 された。 つ まり,シ リアスな表現 内容 には,ユ ーモア的表現 は不適 の ように思

われた。 ソ フ ト・ドリンク,食 品,酒,ス ナ ック,キ ャンデ ィな どとい う消費者 向 けの 消 耗 品 を

「販売 する」 とい う点 では,ユ ー モア広告は もっとも適 してい るが,「 企業広 告」 には不適 当であ る

こと も理 解 され た。 そ こでわが国の タバ コ製造 に関 しては,少 くと も 「企業広 告」 に近 い スタイル

をとるため,こ の場合 「ユー モア広告」 についての方向は好 まし くない と思われた。
　エ

Janis&Feshbachに よ って虫 歯予防のた めの動機づ け要因 と して,「 恐怖 の有 効性」 を論 じて

い るが,病 気 の危険性 を回避 する恐怖 ア ピールの研究 としては,こ れが もっとも 古典的 とされてい

る。かれ ら は,「 …般的 な歯みが き講習会 において恐怖 を最少限 に した訴求 の方が,恐 怖 を強 く訴

求 する よ りも歯 みがきの習慣 を強化 す るのに よ り効果的 である」 と報 告 してい る。 この研 究 につい

て,(a)は 現実 の歯 みが き 「行動」 について より適切 な評価 が なされ ていない。(b)恐 怖 の感情 のみ

が 「動機 づけ要因」 と して考 え られてい る。 特 に(b)に つ いて,「 好 ましい結果 を強調 す るよ うな

肯定的 ア、ピール」 は,動 機づ けとして,恐 怖 心ほ ど強 くないのか とい うことであ る。'しか し有害性

を評価 し,禁 止 を訴求 した り,警 告 を表現 す る広 告の中には,大 半 が(a)成 人 を対 象に してい る。
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㈲ 恐怖訴求 でな くと も不安喚 起 を余儀 な くされ るとい うごとで,「 賞讃」 「激励」 「承認」 とい った

訴求の方 向は考 え られない,と いえる。
　

JohnDeightonは 広 告効果は広告 で表現 された内容 を直接的 に受容す るために期待 さ れ るの で

はな く,む しろ所有 した り,使 用.しだ1りして商 品経験 を もつ こ とに よる確信的信念に よ り決定 され

ると考 えて いる。 つ まり,受 け手の経 験 に よって広告効果 の受容が決定 される とい う表現 をとって

いる。 この見解は,新 製品 については疑 問 を残すが,タ ベ コの有害性 に関す る広 告の場合は無視 で

きない提言 と思われ る。 二 ・・"、'

そ こで喫煙 行動は,深 く,「嗜好性」 と関係 してい るため,公 共的 キャンペー ンとして,単 に禁止

ゆ

や警 告 の呼 び か け の み では 効 果 は 期 待 され な い よ うに 思 わ れ た。、た とえ ば,Marstonは,心 臓 発 作

の直後 は,人 々 は 再 発 を防 ぐた め に,ラ イ フ ス タ イル を変 化 させ るで あ ろ う。 しか し多'くの 人 々 は,

少 しで も健 康 を回 復 す る と,.徐 々 に もとの 危 険 を伴 な った ラ イ フス タ,イル に戻 る こ と を明 らか に し

て い る。,':1:.1・

・ この こ とは,わ れわ れ の健 康 を害 す る と思 わ れ る喫 煙 の よ うな習慣 も ラ イ フス タ イル に深 く.かか

わ って い る とい う現 状 を 認 識 し,健 康 問 題 の専 門 家 で さえ,「 恐 怖 喚 起 に よ .つて,あ るい は他 の い

かなる方法 で も って も;そ の行動 を永久 に改 め させ ることはで き:ない」、と悲観的評価 をしている。

ロゆ

RichardI・Evansら は また常 喫 者 が,喫 煙 す る こ とを抑 制 す る困難 さ を指 摘 して い る。 つ ま り.,

嗜 癖 や依 存 をは ら ん だ喫 煙 とい う状 況 は,明 らか に複 雑 な仕 組 み で ラ イ フ ス タ イル の 中 に入 り込 ん

で統 合 され て い る。特 に,青 少年 が 日頃 接 して い る喫 煙 行 動 の モ デ ルが だれ であ るの か 知 る こ とが

重 要 で あ る と 「モ デ リ『ング」 の要 因 を指 摘 して い る。

こ こでわ れ わ れ は,単 な る警 告 キ ャン ペー ンや禁 止広 告 の構 成 要 因 の探 索 に 終 始 す るの で は な く,

ω 受 け手 で あ る喫 煙 者 の ライ フス タ イ ル を重 視 す る こ と,

(2)喫 煙 者 に と って のsignificantotherを 明 ら か に しつ つ, .受 け 手 の側 か らア プ ロー チ す る こ

と に よる警 告 キ ャ ンペ ー ン,禁 止 広 告 の 制 作 方 法 を検 討 す る必 要 性 を,こ こで取 扱 お うとす る

もの で あ る。:tt ,..'・,・ 『 一'.,

換言 す れ ば,受 け手 の側 か ら基 本 的 な広 告 内容,表 現 を探 索 す る とい う,広 告 と受 け 手 の 「相 互

関係」 に 注 目す る立 場 と もい え るρ ,

調 査(そ の1)t一 の 研 究 目 的t:.'■

過去,多 くの 識 者 や一 般 の喫煙 者 まで,タ バ コの 身体 的害 に つ い て発 言 して い る。 こ の こ とは,

特に喫 煙 者 の場 合,'機 会 が あ れ ば, .喫 煙 を断 念 した い とい う 「禁 煙 意 識 」 と関 係 して い る こ とが 多

い二 しか し現 熟 こは ,「 禁煙 は,多 数 の人 々 に と って ひ どい ス トレス に おか れ たあ とで の 気晴 しの
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一種 で,気 晴 ら しは完全 な休息 をす るよ りも,役 に立つ ことが認 め られてい る」 とい った見解 もみ

られ るため,人 に よって は喫煙 の効果 を評価 する人 もい る。

最 近の"JournatOfAPPIiedSocialPsychology"(1984,Vo1.14,No.3)で も,タ バ コの特集

が編集 され,「 社会心理 学 とタバ コ喫 飯」 とい うテ ー マで,喫 煙 行動,禁 煙 行動 に関す る論文 が収

録 されて い る。

こ こで,わ れわれは,喫 煙 者 であれ,非 喫煙 者 であれ,タ バiの 害 を強調 した 「飲み過 ぎ」 に よ

る不快 さを表現 した広告,逆 に 「適度 な喫煙 」は,む しろ精神衛生上好 ましい とした広告 と接 した

場合,両 広告 の間 にいかな る反応 の差 異が指摘 されるか,・'またその差異は,ど うい つだ点 において

顕 著なのかに関心 が もたれ た。 また どの よ うな広告 な り,イ ンフルエンサーに接 した とき,禁 煙 キ

ャンペー ンを支持 した り,反 対 した りす るのかについて も注 目された。

は じめて 「喫煙 お よび健康 に関 す る公 衆衛 生局長官 の報告書」(TheSurgeonGeneral'sReport

onSmok量ngandHealth)が 公 表 され た約20年 前 では,ア メ リカの男性約52%,女 性約34%

が習慣的 にタバ コを喫 っていた こと,そ して大半 の人 々が喫煙 行動が健 康 に害 をもた らす ことを知

らなか った,そ の報 告書 では記 述 されてい る。 しか しこの報告書 が,1964年,1967年,1979年,

1982年 と報告 され るにつれ,喫 煙行 動 と さまざ まな健康問題,た とえば心臓疾患,循 環器病,動 脈

硬 化,高 血圧,尿 道症,慢 性 気管 支炎,ガ ンな どと喫煙行 動 と大いに関係 してい ることが指摘 され

た。 この ことは,少 くとも欧米 の喫煙 者 に衝撃 を与 えた といわれ る。

ところで先述 した ように,本 研 究 においては 「現 代人の社会的不安」 に関 連 して タバ コの身体的

害 が取あ げ られ,検 討 された。 そこで重要 な消 費者 の把持 す る 「不安感」 の強 弱が,や は り 「タバ

コの禁止広告」 の支持,ま たは反対 について,ど の ような効果 を もつかが重視 され た。

ゆ
た とえば,RaymondL.Hortonは ・e一一一ソナ リテ ィ検査 を施 行 して,「 不安」 と 「自信」 の変数が,

認 知的 リス クと関係 して ブ ラン ドや製品選択 に影響 する ことを示 している。特 に 「不安」 について

検 討 した場合,社 会的不安(SocialAnxiety)は,ピ ー ルとプ ラスの関係 を,浴 用石 けん とは マ イ

ナ スの関係 を示 し,一 般的 不安(GeneralAnxiety)に は,イ ンスタンh・ コー ヒー とマイナスの

相関 を示 す と強 調 して い る。 この こ とは,高 い不安状況 を喚起す る広 告に接 した とき,そ して さら

に タバ コ専門 家の見解,同 じ立場の喫煙者 の体 験 と接 した場合,消 費者 は どの ような傾 向 を示 すの

か,ま た 「タバ コ禁 止の広告」 に対 し,支 持 す るか反対 するかが注 目された。

そこで,わ れわれは以下 の問題点 を設定 した。

問題 点1「 不安感表現 の異 なる広告Aお よびBに 接 した人 々の印象は,不 安感の意識 程度の差

異 に より変化 するだろ う」

ここでは,タ バ コの 「飲 み過 ぎ」 に よる被害 状況 の異 なる広 告 が使用 され,強 い不安感 を喚起 す

る広 告Aと 不安感 の強 くない広告Bが 提示 され,各 広告 と接触 した喫煙者 お よび非喫煙 者 それ ぞれ
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の印象評価 が検討 された。つ まり

ω 非喫煙 者 の方が,タ バ コの害が大 きい と評価 す るか もしれない。理 由は,タ バ コの害 を強 く

意識 す るため,喫 煙 を忌避 して きた と考 え られ る。

(2)喫 煙者 は,不 安感 の低い広 告Bを 支持 す る傾 向があ るか もしれない。理 由は,自 身 の喫煙行

為 を 「合理 化」 す るため,と 考 え られる。

問題点2「 タバコ禁 止 の広告Aお よびBに 対す る支持 の差異は,〈 喫煙経験〉 の差異 と 〈イン フ

ルエンサー〉 の:影響 に より異 なるだろ う」

ここでは,提 示 された広 告A(強 い不安感喚起 の表現)と 広 告B(低 い不安感喚起の表現)に 対

し,喫 煙 経験(喫 煙 者,非 喫煙者)と インフルエ ンサー(ヘ ビー ・スモー カー である喫 煙者 の体験

談,生 理学専攻 の専門家 の見解)に よる2×2の 変数間 の効果 が検討 された。

つ まり,(1)い かなる 「タバ コ禁止」 の広 告 に対 して も,タ バ コを飲 まない人 は,簡 単 に広告 の

内容 を支持 す るか もしれない。 理由は,飲 まない人 々は,一 般 に 「嫌煙者」 であるため,あ らゆる

種類の タバ コ,即 ちその煙,香 りを拒否 す るところがあ り,そ れに対 して愛飲者 は 「日常 必需 品化

したタバ コ」 を必要 とす るため,い かな る種 類の禁 止広 告に対 して も,反 対 す ることが考 え られ る。

(2)禁 止広告へ の支持程度 について インフルエ ンサー の効果 を考 えた場合,タ バ コの害 を表現 し

た専門 家の見解 を支持 する人 々は,い かなる広告表現 であれ,タ バ コ禁 止 キャンペー ンを強 く支持

するだ ろう。常 に喫煙 者 の発言 を支持 する人 々は,タ バ コ禁止 の キャンペー ンを喫煙者 の立場 に立

って支持 す るた め,強 い不安喚起 の広 告表現 に対 し反対す る傾 向 を示 すだろ う。理 由は,専 門家,

ヘ ビー ・スモー カーの喫煙者 いずれか の見解 ,発 言 を聞かな くと も,だ れ もが タバコの害 について

熱如 してい るた め,い ずれか のインフルエンサー の表現 を支持 す る場合,当 然か れ らとの一体感か

ら,イ ン フルエンサーの考 え と同調す る ことが予 測 され るためであ る。

調査(そ の1)の ために操作 した変数 について

先 の問題点 を明 らか にす るため,わ れれれは以下 の よ うな変数 を操作 した。

「従属変数」

「問題点1」 においては,広 告Aお よびBに 対す る 「不快 感」 を測定 す るよう質問項 目が作成 さ

れた。 広告Aお よびBは,い ずれ も程 度の差は あれ,接 触 した人 々に対 し,「 タバコ」 に対す る不

快感 を喚起 す る よう広 告表現 されたが

「まった く何 も感 じなか った」(1ポ イ ン ト)

「少 し不快 さを感 じたか もしれないが,気 にす るほ どで もない」(2ポ イン ト)

「少 しは不 快 さを感 じた」(3ポ イ ン ト)
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「かな り不快 な感 じが した」(4ポ イン ト)

「非常 な不快 さなので,な か なか忘 れ そうもない」(5ポ イ ン ト)

とい うことで,5ポ イ ン ト尺度 で 「不快 感」が取扱われた。

「問題 点2」 に おいては,広 告Aお よびBに 対 す る禁 止 キ ャンペー ンの広告 としての 「反対度」が

導入 された。広 くタバ コの害 を訴求 し,廃 絶す る方向での キ ャン'KO・一一ン広 告 と して,広 告A,Bと

もどの程度 の反対度 が評価 され るかに注 目された。 そのため,つ ぎの質 問項 目が測定 に使用 された。

「まった く何 も感 じない」(1ポ イ ン ト)

「少 しは反対 だが,事 情 に よっては どうで もよい」(2ポ イン ト)

「広 告使用に,少 しは反対 したい」(3ポ イ ン ト)

「広告使用 に,極 力反対 した い」(4・ポイ ン ト),

「広 告使用 に,断 固 と反対 したい」(5ポ イ ン の

とい うことで,5ポ イン ト尺度 で 「禁止 キ ャンペー ン」 と して広 告Aお よびBの 使用 についての

「反対程度」が測定 された。

「独立変数」

「問題点1」 においては,r喫 煙経験」が操作 された。現 在,喫 煙生 活 を してい るか,そ うでない
ゆ

のかであ る。 宮城 音弥氏 に よれ ばF6r6の 著 「感覚 と運動」 を紹介 しつつ,「 タバ コは反復 しよう

とする努力 を容易 にす るし,が んば り続 けさせ る。 タバ コに よ って仕 事 を2倍 も長 く続 け ることが

できる ことが ある」 と述べ,さ らにTarriere,C.やHartemann,F.の2時 間半 にお よぶ車の運転

研究 を行 ない,喫 煙者 と非喫煙 者の間では二時間の経 つに したがい疲 労の ため に信号 を見落 す傾 向

がみ られ るが,ダ バ コを吸 った ドラ イバーでは,・そのパーセ ン トは非喫 煙者 より低か った と述べ て

いる。 また反応時 間について も,タ バ コ常 用者は タバ コを吸 ってい るどきの方 が よい とい う結果 を

紹介 している。 しか し適量 があ って,タ バ コの量 が多過 ぎる と興奮 して,か え って能 率が低下 す る

とい うことで,タ バ コの効 用性 は一概にいえ.ない よ うであ る。

また習慣性 があ って,長 い歳 月吸飲 した場合 への身体 にお よぼす有害 性 については,多 くの疾 病

との因果関係 が説 明 されて悟る。 しか しいずれにせ よ,タ が コ禁 止の広 告に対す る 「不快 さ」 や

「支持度」 につ いて 「喫煙経験」,つ まり喫煙 者か,非 喫煙 老かは,無 視 できないだろ う。

「問題点2」 は,「 インフルエ ンザ7」 について考 慮 された。 も'ぢうん,喫 煙者 にせ1よ,非 喫煙者

に せよ,問 題点1と 同様,.喫 煙 経験 も導入 され たが,同 時 に タバ コの害 について述べ た 「イ ンフル

エ ンサー」(生 理学 の専門家,ヘ ビー ・スモー カt一一・・の喫煙者)「 の見解 や発言 について接 触 した人/1・

は どう受 け止め,そ れに よって広告Aお よびBへ の不快 さや反対的態度 の表明 が どう影響 され るか

を検:試す る ものであ る。

専門家 の見解は客観 的であ ると同時に論理 的で,タ バ コの吸飲 に対 し明確に タバコξ)有害性 が表
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現 されてい る ように思われ る。 また調査 に参加 した人 々 と同一の立場 であ るイ ンフルエンサー であ

る 「喫煙者」 の表現 は,主 観的であ ると同時 に感情的 な表現 にな りやすい。 こうい つた シナ リオに

対 し,ど うい う評価が な され るのか,つ まりい ずれが インフルエ ンサー と しての効果 が大 きいのか

に注 目され る。 そ こで,問 題 点2に おいては,「 喫煙経験」 と 「イ ンフルエ ンサー」 の2つ の独立

変数 が操作 され,問 題点 が明 らかに された。

以上 を要約 する と,図1の ように整 理 され る。問題点1は,(Dで 説明 され,問 題点2は,(2)で

説、明 される。 いずれ にせ よ,喫 煙広告 の評価 や喫煙 禁止 キ ャンペー ンには,「 喫煙 経験」 が重要な

変数 と思わ れた。

視 覚 的 広 告

。不安訴求強

・不安訴求鴫

イ ソ フ ル エ ンサ ー

(1)

。専門家 の見解

・喫煙者の体験

談

消 費 者

喫 煙 経 験

の有無

(1)
喫煙広告

への不快さ

(2)(2)-

・一.・タ バ ーコ禁 ・tk・・

キ ャ ン ペ ー

ン へ の 選 択

的 態 度

図1調 査(そ の1)で 検討 される変数問の関係

調査(そ の'1)の 方 法

上記の問題点 を明 らかにす るため,わ れ われは質問紙調査 法に よ り,必 要 なデー タを収集 した。

この調 査(そ の1)の 場合 は,調 査票 は大 別 して,3つ の部 分に よ り構成 されて いる。

「第1部 」 は,'回 答者 のデモグ ラフ ィック特性 についての項 目か らな る。 た とえば,年 齢,性 別,

未 ・既婚,職 業,居 住地域,同 居者 な どであ る。 また喫煙経験 につ いて も質問項 目が配列 された。

「第2部 」 は,図2に 示 され る広 告A(タ バ コの飲 み過 ぎに よ り,苦 痛 を表 わ している人物 の広

告)は,高 い不安状況 を喚 起す る刺激材料 として,ま た広告B(仕 事 の後の一 服 と,リ ラ ックスし

てい る状 態 を表 わ してい る人物 の広 告)は,低 い不安状況 を喚起す る刺激材料 である。

いずれにせ よ,こ れ ら2枚 の図版 が調査 票 に掲載 され,こ れ ら両広告 に対す る印象評価 の質問項

目が配 置 された。

「第3部 」 は,最 後 の質 問項 目と して,図 版 への評価 の後に,「 専門家」 の タバ コの害 に対 す る見
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解(一 方的 に タバ コの害 を強 調す る)と 「喫煙 者」の発言(タ バ コの害 を認 めつつ,適 度の飲用は

む しろ,精 神 衛生上必要 であ るとい った発 言)の シナ リオが記述 され,こ れ ら見解,発 言の読後,

タバ コ禁 止 キ ャンペー ンに,い ずれ の広 告 がのぞ ましいか,そ の 「受容程 度」乃至は 「支持程度」

の測定項 目が掲載 されてい る。

表1調 査(そ の1)に おいて使 用され た調査票 のシナ リオ

:専門 家 飲 まれ るな ら・最小限度に控 えるべ きです。決 して タバ コは身体 に有益 ではあ り

ません。 また本人 のみ・ならず,周 囲の人 び とには特に有害 であることは多 くの実

の 見 解 験で証明 されています
。

喫煙者携 を騨 歎 膿 蹴 ぢ孫 落 盤膿 認 濃1よ
の 発 言 精禰 生的にもよいと思います・確かに健康によくないと思い調 卿漂 は適 度
一 一 一 に 飲 め ば よ い と思 い ま す

。

なお,「 専門家 の見解」 「喫煙 者の発 言」 に関す るシナ'りオは,上 記 に紹介 した通 りであ る。

消費者 の不安感 を喚起 す る広 告表現 について,特 に,不 安感認知 の人 々は,い か なる評価 をす る
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図2調 査(そ の1)の 質問票に掲載された広告Aお よび広告B
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か,ま た どの ような広 告表現 を好 むか,と い う点 で本研究 が企画 された。

現代 人,特 に大都市居住者は,社 会的不安 を余儀 な くされ る生活 を して いるが,こ うい う消費者

に対 し,広 告主体 が不安感の表現 をこれ また余儀 な くされる広 告活 動 を必要 とす る場合,た とえば,

災害,事 故,疾 病 の予防,ま たは防 止のた めの広告制作,展 開 のために,ど うい う点 に留 意すべ き

か,と い う点 で,本 研究 の結果 は有効な資料 を提供す る もの と思わ れた。

調査期間と調査対象者

本調査は,1984年6月 初旬に ヒ記の調査 票が配布 され,回 収 された。 また調査に先 立 ち,本 研究

の目的が十分説明 され た。つ まり本調査 は,「2つ の広告 に対 す る評価 」 を求め る ものであ ること,

「タバコ禁止 のキ ャンペー ンの必要性 」 を確認す るためであ るこ とが強 調 された。 配布 された対象

者は,東 京都内に居住 する大学生3年,4年 生 であ った。 また その調査対象者数 は,150名 であ っ

たが,回 収 された数 は132名 である(回 収 率88%)。

調査(そ の1)の 結果

調 査(そ の1)に つ い ては,問 題 点 ご と に,つ ぎの よ うな結 果 が 得 られ た。

問 題 点1視 覚 的広 告 に つ い て の印 象 評 価 の検 討

刺激 材 料 と して作 成 した視 覚 的 広 告A(高 い不 安 感 を喚 起 す る広 告 表 現)と 視 覚 的広 告B(低 い

不安 感 を喚 起 す る広 告 表 現)に つ い て(図2参 照),そ れ ぞ れ喫 煙 者 お よび 非喫 煙 者 に評 価 させ た 。

その結 果,ま ず 視覚 的広 告Aに つ いて の 評 価 では,喫 煙 者 は)『=3.30 ,σ=1.03,非 喫 煙 者 は,

X==3・32,σ=1・01と な り,両 者 間 の平 均 値 の 差 の検 定 をす る と ,t・ ・O.10,df=130,有 意 差

な しであ った。 つ い で視 覚 的広 告Bに つ い て は,喫 煙 者 はX=3.11,σ=1.30 ,非 喫 煙 者 はX

=3 ・35・ σ二1・14と な り,両 者間 のt検 定 の結 果,t=1.04 ,df=130,notsig.で,顕 著 な

差 が評 価 され な か った。 い ず れ も,3ポ イ ン トの 「少 し不 快 な感 じが した 」 よ り高 く,4ポ イ ン ト

の 「か な り不 快 な感 じが した」 よ り下伺 った 評価 が み られ た 。 つ ま り,喫 煙 者 は 広 告Aに つ い て,

非喫煙 者 は広 告Bに つ いて,や や高 い 不快 感 を評価 して い る点 は,注 口 され る。

問題点2タ バコ禁ヰの視覚的広告Aお よびBに 対する使用禁 止についての検討

まず広 告Aに 対 し,タ バ コ禁止 の広 告 として好 まし くないか どうか を検討 したのが,表2で あ る。

独立変数 「喫 煙経験」 の有無,お よびイ ンフルエ ンサー としての専門家 お よび喫煙者 の意見受容 に

よって,ど の程度,使 用禁 止が異な るのか を,分 散分析1こよ り検討 した。 ここか ら,わ れわれは タ

バコ禁止のために,む しろ広 告Aを 使用す ることは禁 止すべ ぎだ,と い う程 度が理解 された。
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表2広 告Aの 「タバ コ禁止」使用に影響 する 「喫煙経験 と 「インフルエ ンサ ー」の効果

変 動 因 平 方 和df平 均 平 方F値

1.喫 煙 経 験(A,B)10.07110,075.99*

2.イ ン フ ル エ ン サ ー(A,B)16.'07116.079.57**

3.交 互 作 用4.081・4.082・43

4.誤 差147.92881.68

全 体178.1491

注)**は1%水 準 で,*は5%水 準 で 有 意 差 の あ る こ と を示 す 。

憲票

ヒ

・ 広

告
に
対
す
る

反対

程
度

X=3.56

X;2.75

喫煙者 非喫煙者

図3広 告Aを 「タバ コ禁止の広告」に使 用反対する 「喫煙経験」 の効果

つ .まり,(a)喫 煙 経 験 に つ い ては,F=5.99(P<0.05),ま た,(b)イ ン フル エ ンサ ー の 効 果 に

つ い 一(は,Fr・9.57( .P〈0.01)が み られ,い ず れ も有 意 差 が 指 摘'され た。 こ こか ら,さ らに(a)

につ い て 分 析 した の が,図3で あ る。 こ こか ら喫 唖 者 の方(X=3.56)が,非 喫 煙 者(X=2.75)

よ り,広 告Aを 使 用 して も,タ バ コ禁 止 の広 告 と して有 効 で な い と考 え てい る こ とが理 解 され た。

(b)に つ い て 分析 した の が,図4で,こ こか ら喫 煙 者 の意 見(IXi'=3.67)が,専 門 家 の意 見(X=

コ

襟

1ヒ
ヒ

広
告
に
対
す
る
反対

程
度

X二2.65

X=3。67

専門家 喫煙家

図4広 告Aを 「タバ:コ禁止の広告」に使 用反対する 「インフルエ ンサー」の効果
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2.65)よ り,広 告Aの 使 用 は 効 果 的 でな い と反 対 して い る点,喫 煙 者 の方 が強 い 影 響 力 を与 え て い

る こ とが理 解 され た。

つ い で,広 告Aよ り弱 い 不 安喚 起 を表 現 した広 告Bに つ い て,タ バ コ禁 止 の広 告 と して使 用 す べ

きか ど うか を検 討 した と こ ろ,つ ぎ の よ うな結 果 が得 られ た 。 つ ま り,表3よ り効 果 的 な 変 数 と し

て,「 喫 煙 経験 」 が 評価 され た。 独 立 変数 「喫 煙 経 験 」F=5.14(P<0.05)の 有 意 性 か ら,さ ら

に広 告Bに つ い て,ど の程 度 の反 対 傾 向 が み られ るか,図5が 作 成 ざれ た。 こ こか ら喫 煙 者 の 方

(X==一3.37)が,非 喫 煙 者(X=2.63)よ り強 い反 対 を示 して い る こ とが 理 解 され た 。

表3広 告Bの 「タバコ禁止」使用に影響す る 「喫煙経鼓」 と 「インフルエ ンサー」 の効果

変 動 因 平方和df平 均平方F値

1.喫 煙 経 験(A,B)10.38110.385.14*

2tイ ンフルエンサー(A,B)・2・1912・190・84

3.交 互 作 用2.9612.961.47

4.誤 差 一177.79882.02

'全 体
,193.3291

注)*は,5%水 準 で有意差 のあ ることを示 す。

暴票

法

廷

享

震

海
鹿

X=3.37

X=2.63

喫煙者 非喫煙者

図5広 告Bを 「タバコ禁止の広告」に使用反対する 「喫煙経験」の効果

以上 か ら,ω 高 い不安喚起 であれ',低 い不安喚 起であれ,タ バ コの害 について表現 した喫煙禁

止 の広告 に,喫 煙 者が非喫煙 者 よ り,強 い反対 を示 してい ることが理解 された。

(2)喫 煙 者の被害状況 か ら,強 く不安 を訴求 した意見 と,専 門家 に よるタバ コの害 の意見 を比較

した場合,前 者 を支持 した人 々の方 が高 い不安感喚起 の広告 を使用 しての タバ コ禁止 キャ ンペ… ン

に反対 してい ることが現解 され た。
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調査結果の考察

問題 点1視 覚的広 告 につ いて の印 象評価 の検 討

刺激材 料 と して使用 した視覚的広 告 に対 し,「 不快 さ」 の程度 を検 討 した ところ,喫 煙者 と非喫

煙 者 との間 に,ほ とん ど類似 した評価 を して いる ことが理解 された。 そこには喫煙経 験の有無 によ

る広 告の 「不快 さ」 について違 いは み られず,ほ とん ど類似 の受 け止 め方 をしている ことであ る。

喫煙 者 と非喫煙者 との間において有意 な差 がみ られなか ったため,さ らにわれわ れは広 告Aと 広 告

Bの 間について も検定 した ところ,喫 煙 者 はt=0.68,非 喫煙 者 はt=0.19と,広 告A,Bい ず

れ も有意差が み られなか った。 つ まり,わ れ われの調査 において,使 用 した刺激材料(広 告Aお よ

びB)は,「 不快 さ」 において,ま った く同様 の評 価の なされてい ることである。

広 告Aに 対 しては タバ コの有害性 を強 く表現 し,広 告Bに 対 してはむ しろ 「適度 の使用」は止む

を得 ない とい った表現で あ ったが,「 不快 さ」 とい う観点 では,ど うい つだタバ コの飲用で あれ,

何 らか の不快 さを認 知 し,評 価 してい るこ とが理解 された。

問題点2タ バコ禁止 の視覚 的広 告Aお よびBに 対す る使用禁止 についての検討1

広 告Aお よびBに 対 し,そ れぞれ タバコ禁止 の広 告 と して使 用すべ きか,す べ きでないか を検討

したが,

(a>喫 煙者 か,非 喫煙 者か

(b)シ ナ リオ 「喫煙 者 の被害説 明」か 「専門家 の有害性説 明」

を読 んだ後,ど ち らを特 に支持 するか

とい った(a)お よび(b)の 効果 に よって検 討 した もの であ った。 その結果,広 告Aに 対 し,使 用

すべ きでない と強 く主張 してい るのは,変 数 「喫煙経験」 では 「非喫煙 者」でな く,「喫煙 者」が,

また シナ リオでは 「専門家 の有害性 説明」 では な く,r喫 煙 者の被害説明」 である。 これについて

はつ ぎの解 釈が可能 と思われた。

解釈(1)い かな る場合 も,喫 煙者が影響 を与 えたのは,広 告 に接 した消費者 が強 い 「親近性」

をも ったことで,こ の親近性 が喫煙 者 の被害説 明に強 い受容 効果 を もたせた ことであ る。

解釈(2)専 門家 の有害性 見解 については,ど の消費者 も十分承知 して いる事実であ る。 あえて

専門家 の見解 に対 し,今 更 否定は しな いが強 い同調 意識 を もつ ものではなか った。

広告制作上の留意点

本調 査(そ の1))に おけ る研究の結果 が,広 告制作 において,ど の よ うな活用の方向 が考 え ら
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れるのか をここで検討 してみたい。

問題点1で 明確 に された よ うに,強 い不安感 を喚 起 す る広 告であれ,弱 い不安感 を喚起 する広告

であれ,そ れ ら広 告に接触 した人 々に とって少 しで も不安感 があれば,程 度の差 に関係 な く,ネ ガ

テ ィブに評価 され ることが理解 された。 つ まり,広 告評 価の 「好 ましい」 か1「好 まし くないか」,

換言 すれば 「好 き」 か 「嫌 い」か に判別 され,評 価 され るとい う性質 を もつ こ とが理解 された。
ロカ

その点,北 原明彦 の まった く同 じ広 告で女性 が清涼飲料水 の缶容器 を もった広 告で,「 顔」 部分

を変 え,一 方 を日本女性,他 方 を欧米人女性 の写真 に よる比較評価 をさせ た場合,研 究結果は異 な

った。 この場合 は,「 日本女性 をタ レン トに使用す る場合,一 一般的 に さわ やか さ,あ と味 の よさ,

リフ レッシ ュ感,甘 さ,価 格 の安 さを強調 するのに適 する」 が,「 欧米人 タレン トの場合,一 般 に

アルコー ル分,カ フェイ ン分の含有 を連 想 させ るため,特 殊な ソフ ト・ドリンク(栄 養 ドリンク,

酸味の効いた炭酸飲料 な ど)に 適 している一!ときわめて明確に結 論が導か れている。

本研究の問題点1で は,そ うい う意味 で広告A(不 安感の強 い表 現),広 告B(不 安感 の低 い表

現)と も,「 不安感」 とい う次元 で表現 されてい るためか,強 弱が強調 されて も,ほ ぼ同程度 に両

広告が評価 された ことである(有 意差な し)。 また喫煙者 であれ,非 喫煙 者であれ,広 告A,Bに

対 し,ま った く有意差 の認 め られなか った ことであ る。 ここで重視 され るべ き点 は,程 度の違 い と

はい え,不 安感,不 快感 とい ったネ ガテ ィブな面 を表 現す る広告 には,受 け手 には同 じ程 度の 「好

まし くない評価」 をされる傾 向 をもつ ことが理解 された。 しか しなが ら 「同 じ程度 の評価 が される

な ら,い っその こと,さ らに強 度の表現 で不安感 を」 とい うこ とは,ま た別個 の問題 の ように思わ

れる。理 由は,喫 煙者 と非喫煙者 とは若干 異な る傾 向 を示 すためで,(1>喫 煙者は,不 快感 の強 い

方 が,弱 い表現 の広 告に やや好意的で ある。② 非喫煙 者は,そ れに対 し程度 の差 に関係 な く,不 快

な ものは 「不快 だ」 とい った断定 する傾 向 を示 してい る。 つ ま り,判 断 の 「固執性 」が評価 され る。

いずれにせ よ,本 調査の範囲 内では,広 告AとBの 間 には,明 確 な差 別化傾 向はみ られなか った

が,問 題 点2で 証明 された よ うに,広 告A,Bに 接触 した後,専 門家 の見解,同 じ喫煙 者の経 験談

のシナ リオに接 した とき,そ れ までの広告A,Bに 対 する評価 が ここで一変す ることであ る。

以上か らわれわ れは,視 覚的広告 の後 に,「 文章 表現 」 であれ,「 ナ レー シ 。ン」 であれ,そ の広

告内容 を支持 す る何 らかの表現 の重要性 をこ こで強 調 する ものである。 しか しこの場合の留意点は,

広告Aの よ うに不安感 の強 い場合は,さ らに専門家 であれ,喫 煙者 であれ,タ バ コの害 についての

情報が強 調 され る と,広 告 の受 け手 であ った喫煙者は,非 喫煙者 よ りは るか に強 い態度 で,タ バコ

禁止 のキ ャンペー ンに反対 する とい うことがみ られる。逆 に,非 喫煙 者の方は,禁 止 キ ャンペー ン

に賛成す る とい うこ と で,「 不安感の強 い喫煙者が,不 安感 を強 化す る広 告に続いて不安 を喚起す

る情報 に接 した場合,強 い反発 のみ られ るこ と」 が把握 された。

そ こで,わ れわ れに とって,ω 文章 表現 であれ,ナ レー シ ョンであれ,広 告活動 の必要性 と,
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(2)受 け手 に とってのマ イナス情報,ネ ガテ ィブ情報 を さらに強化 しな いこ とが,広 告活動 におい

て重視 される。 また シナ リオで表明 された専門家 の見解 が,文 章 表現 やナ レー シ ョンにおいて表:現

させ るスペー ス,ま たは暗 闘 を もつ ことが,禁 止 キャンペー ンに支持,賛 成 させ る ようで,む しろ

喫煙 者の被害状況 やネガ テ ィブな健 康状態 を表現 させ るこ とは,逆 に禁止 キャ ンペー ンに強 い反対

をさせ る結果 になる ことが理解 された。 つ ま ゆ,「 そ こまで強調 しな くとも,理 解 して いる」 とか

「くど過 ぎる」 とい う反発 を受 け手 に もたせる ようである。

ここでわれわれが留 意すべ き点 と して,「 当該人物 を登 場 させ,ネ ガ テ ィブな発言 をさせる こ と

は,受 け手 にか え ってネガ テ ィブ情 報の",く り返 し"訴 求 をす るこ とにな り,禁 止 キャンペー ン

の展開 を困難 にす る」 といえ る。

しか し広 告Bの ように,不 安感の低 い内容表示 の場合は,広 告接触 後の シナ リオ内容 とは直接関

係 しないが,つ ま りイ ンフルエ ンサー と しての専門家 と喫煙 者 の効 果はみ られなか ったが,「 喫煙

経験」 としての喫煙 者 と非喫煙者 との間に,明 確 に反応 の違 いが指摘 された。

ここで,・われわれが留意 すべ き点 として,「 穏やかな不安感 を表現 した広 告 と接 した場合,重 ね

てネガ テ ィブ情報 を専門家,あ るいは同 じ立場 の喫煙 者か らであれ,ネ ガテ ィブな情報 が提供 され

た として も,そ の効果 を もたない」 しか し 「穏 やかな不安感の広告 であれ,接 触 した後 さらにマ イ

ナ ス情報 と接 した喫煙 者 は,禁 止 キ ャンペー ンに対 し反対す るこ と」 は注 口された。

調査(そ の1)の 要 約

本研究は,社 会的不安 に陥入 りやすい都市生 活者 に対 し,不 安感 の表現 を余儀 な く、される広 告制

作 において,留 意 すべ きポ イン トは何 かに注 目された。

調査は,東 京都 に生活 す る大学3年 生,4年 生150名 に対 して,施 行 された(回 収132名,回 収

率88%)。 調査票 は,タ バコの害 に よる不安感 を強度 に表現 した広 告Aと 不安感 をやや抑えた広 告

Bと,さ らに タバ コの有害性 を述べ た専門家(生 理学者)の 見解,ま た調査 対象者 と同 じある喫煙

者 の被害説 明 についての シナ リオが掲載 され,質 問は(1)広 告A,Bに 対す る印象評 価,(2)タ バ

フ禁止 キ ャンペー ンに対 す る支持評価 について行 われた。 その結 果,

問題点1「 不安感の表現 の異 なる広告Aお よびBに 接 した人 々の印象評価」 につ いては,

(1)広 告Aお よびBに 対 し,類 似 の程度 「不快 さ」 を評価 し,A,Bの 間 に,顕 著な差異 のみ ら

れなか ったこ とである。 また,

②.タ バコ有害性表現 の広 告に対 し,喫 煙 者お よび非喫煙 者閥につ いて も,有 意差 が認 め られな

か った ことであ る。

問潭点2「 タバフ禁止 の広告支持 に対 する 〈喫煙経験〉 と くイ ンフルエ ンサー〉 の 効果」 に つ
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いては,広 告Aと 広 告Bに 対 して,支 持程度 の異 な ることが理解 された。

(1)広 告Aの 場合 は,「 喫煙 経験」 と 「イ ンフルエ ンサー」 の両変数 の効果 がみ られた。 特 に,

前者 においては,喫 煙 者 の方 が非喫 煙者 よ り,ま た後者 については,調 査対 象者 と同 じ立場に

ある喫煙 者の発言 の支持 者の方 が,専 門家 の見解 を支持 した もの よ り,禁 止 キャンペー ンを広

く展開 す る ことに強 い反 対 を示 した ことで ある6馳

(2)広 告Bの 場合は,「 イ ンフル エ ンサー」 の効果 はみ られ なか ったが,「 喫煙経験」 において,

やは り喫 煙者 の方 が,非 喫煙者 よ り禁止 キ ャンペー ンに対 し,強 い反対 を示 した ことであ る6

調査(そ の2)の 研究 目的

調査(そ の1)に おいては,タ バ コ禁 止 キ ャンペー ンを効果 的に展開 す るために,あ る広 告の提

示のみで十分ふ ど うか,さ らに提示 された その広 告内容 を強化∫ または補撮 す るために,ど の よう

な効果 に注 意 すべ きか に関心 が払 われ た。 そ こで,タ バ コの有害性 について,専 門的な立場か らの

見解 と,タ バ コを吸飲 す る同 じ立場 の喫煙 者の被害説 明 とをシナ リオ化 し,広 告接触後 に これ らシ

ナ リオ を操作 し,「 イ ンブルエ ンサー」 としての効 果 を検討 した。

もち ろん調 査対象者 が,喫 煙者 か どうか も重要 と思われた ため,「 喫 煙経験」'とい う,現 在 もタ

バコを吸飲 して い る喫煙 者 とまった く吸飲 して いない非喫 煙者 とい った変数 を導入 した こと も,先

述の通 りであ る。

確かに,調 査(そ の1)に おいては,タ バコの禁止 キ・ヤンベー ンが取 あげ られたが,わ れわれの

周辺 において,多 くの不安原因 であ る禁止 事項 が指摘 され る。

飲酒 運転,家 庭 内暴 力,車 内暴 力,覚 醒剤使用,公 共場所 でのゴ ミ放 置,,湖 沼の汚 染,カ ラオケ

騒音,そ の他,枚 挙 にい とまが ない。 こ うい つた諸 問題 を解 決 してい くために,わ れわれは効果 的

な広 告活 動 に より,除 去 してい くことの可能性 が探索 された。

本調査(そ0)2)に おいて は,調 査(そ の1)を さらに発展 的に検討 を加 え,禁 止 キャンペー ン

のための広 告要 因旗何 か を分析 す るこ とであ った。

くユの

かつて,横 田澄 司は家電製 品の広 告要因の研究 において,(1)家 電 製品の諸属性(安 全性,ブ ラ

ン ド,性 能,カ ラー,サ イズな ど13変 数),(2)追 求 され る消 費生活 の 「価 値」(迅 速 さ,明 るさ,

親 しさ,若 さ,楽 しさな ど15変 数)と 関連 づけて,㈲ 家 電製 品広 告の諸要 函(企 業 者,有 名 タ レ

ン ト,ブ ラン ド名,取 扱 い注意事項,美 しい風景 な ど12変 数)を 取扱 い,消 費者の類 型化 を試 み

たことがあ る。 基本的 には,2つ の タイプ一 一「有名 タレン ト」 「鮮 やかなカ ラー」 指向 と 「ブ ラ

ンド名」 「働 く主婦」指 向に分類 されたが,し か し本研究 では,む しろ 「広 告表現」 の方 に力点 が

おかれ,視 覚 中心か,説 明 記述 中心 か,「 表現 内容」 は専門家 の見解 か,ヘ ビー ・スモー カーであ
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る喫煙 者の発言 か,い ずれが効果 を もつ もの かについて注 目された。

ここでわれわ れは,社 会において多 くの禁止事項が み られ るが,そ の中で もタバ コの害 を強調 し,

「タバ コの禁止広 告の必 要性 」 につ いて,現 実 の消 費者は どうい つだ評価 をしてい るのかに関 心が

払 われた。

そ こでわれわ れは,消 費者 は どうい つだ種 類の どうい つだ内容 の広 告 を支持 す るのかに注 目され

た。 また必要 とす る禁止広告 の広告表現 は どうあ るべ きか を,タ バコの問題 に限定 して研究 目的が

設定 された。
な　

一 般に タバコの場合
,RenataTagliacozzoの 述べ るように,「 喫 煙者は,自 分 を低 リスクのカテ

ゴ リーに位置 づけ ることに よ り,リ ス クに対す る認知 を低 めた り,そ の結 果 として喫 煙行 動 を制限

す る動機づ け を少 くしょ うとしてい るのであ ろ う。喫 煙者が 自分 自身 を どの ように自分 をみてい る

のか を確 める こζは臨床的適 用だけでな く,反 喫 煙 キ ャンペー ンの計画 に とって も重要 であ る」 と

い うように屈析・した喫煙 者 の心理状態 を前提 に,タ バ コ禁止 キャンペー ンの広 告内容,表 現 の問題

を研究 す る必 要性が評価 された。

そ こで,わ れわれは以 下 の問題点 を設定 した。

問題点1一(1)「 タバコの有害性 について表現 した視覚的広 告 と記述広 告 とは,接 した人 々に対

し,タ バ コ禁止広告 の必要性 に異な る影響 を与 えるだろ う」

同 じタバ コの有害性 につ いて表現 した広 告内容 であ った として も,人 々に対 し,写 真 に よる 「視

覚 的」表現 と文章 に よる 「記述」表現 とは,当 然異な る効果 を もつ もの と考 えられた。

特 に,視 覚的広 告において も,記 述広 告 において も,い ずれ も不安感 を強 く表現 した場合 と弱 く

表 現 した場合 の二種 類が用意 され,そ の うちのいずれの表現形式が もっと も効果 的であ るのかが検

討 された。

問題点1一(2)「 タバ コの有害性 について文章表現 した記述広告 であ って も,専 門家 によ って提

供 された情報 と喫煙者 に よって提供 され た体験談 とでは,タ バコ禁止広告 の必要性 に異 なる影響 を

与 え るだ ろう」

やは りタバ コの有害性 につ いで表現 した記 述広告 であ って も,人 々に対 し専門家に よる情報 と喫

煙者 の意見 とでは,当 然 異な る効果 を もつ と思われた。特 に,専 門家情報 も喫煙者意見 において も,

いずれ も不安感 を強 く表現 した場合 と弱 く表現 した場合 の二種類 が用意 され,そ の うちのいずれの

表現 内容が もっとも効果的 であ るのかが検討 された。

以 上,問 題点1よ り,禁 止広告 の効果 を考 えた場合,ど うい つだ形式 の表現 が もっとも好 ましい

か,ま た表現 の程 度につ いて もどうかが理解 され ると思われた。

.問題点2一(1)「 消費者 の不安感 の高低 に よ り,タ バ コの有害性 を表現 した視覚的広 告に対 する

〈緊張度〉 は異な るだろ う」



一一 消費者の不安感と広告表現の関係 一37

消費者の もつ不安感 の程 度の差異 は,同 じ く不安感 の高低 を表現 した視覚 的広 告に接 した場合,

当然異な る 「緊張度」 が評価 がな され ると思われた。

問題 点2一(2)「 消費者 の不安感の高低 に よ り,タ バ コの有害性 を表現 した喫煙者意見 に対 す る

〈緊張度〉 は異な るだ ろ う」

消費者 の もつ不安感 の程度の差異は,同 じ く不安感 の高低 を表現 した喫煙 者意見 に接 した場合,

当然異なる 「緊張度」 が評価 され ると思わ れた。

問題点2一(3)「 消費 者 の不安感 の高低 に よ り,タ バ コの有害 さを表現 した専門家 見解 に対す る

〈緊張度〉 は異な るだろ う」

消費者 の もつ不安感 の程度 の差 異は,同 じ く不安感 の高低 を表現 した専門家見解 に接 した場合,

当然異 なる 「緊張度」が評価 される と思われた。

以上から,消 費者 にみ られ る 「緊張度」 としては,ど うい つだ広 告表現 の種類 が もっと も高 い の

かが,こ の問題点2よ り理解 され ると思われ る。緊張度 は,消 費者 に対 す為記 憶 を長 く留め る とい

う点 で,き わめて重視 されるべ き変数 である。

問題点3一(1)「 不安感 の高低 の違 いに よ り,さ まざ まな広 告表現 の間 に異 な る受容傾 向がみ ら

れるだろう」

特 に,感 情 的に不安感 を表現 した場合,専 門家 の意見 を重視 した表現 の場合,喫 煙 者 の被害状況

を説明 した場合,感 情 よ り論理性 を重視 した表現 の場合,そ れぞれの間に異な る支持傾向が み られ

るだ ろう。4表 現 の うち,ど の表現 の間 に消費者 の不安感 の高低 において,顕 著 な受容傾 向の差異

がみ られ るのかであ る。

問題点3一(2)「 不安感 の高 い消費者 の場合,4つ の広 告表現 に おいて,異 なる支持傾向 がみ ら

れるだろ う」

不安傾 向の高 い消費者 は,問 題点3一(1)で 取扱 れた4表 現 の うち,ど の表 現 に対 し,も っと高

い支持 の受容 を示 し,ど の表現 に もっと も低 い支持 を して いるのか を理解 しようとす る。

問題 点3一(3)「 不安感 の低 い消 費者の場合,4つ の広告表現 において,異 な る支持傾 向がみ ら

れるだろ う」

不安傾 向の低い消費者 は,問 題点3L(1)で 取 扱 れた4表 現 の うち,ど の広告表現 に対 し,も っ

とも高 い支持 をし,ど の表現 に もっと も低 い支持 を して いるのか を理解 しようとす る。

以上,わ れわれの不寮感 が昂揚 した とき,不 安 を表現 した広 告 に対 しどの ような反応 をす るのか,

ここでは,禁 止広 告 においては,不 安感 をどう表現 すべ きか,つ まりど うい つだ形 で不安感 を表現

することが,も っとも支持 されやす いのかが,こ の問題点3か ら理解 され る と思われ た。

総合 すれば,調 査(そ の2)で は人 々に,禁 止広 告に対 し,支 持 させた り,必 要性 を認 知 させ る

ための もっとも好 ましい条件 を検 討す る。
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以上 を要約 する と,図6の ように整理 され る。 ここでは基本的 に ω 視覚的広 告 と記述広 告 の比

較,(2)記 述広告 の喫煙 者 と専門家 の見解 の比較 が行 われ る。 また消費者 の不安感 が考慮 され,禁

止広告 の 「必要性」 と 「表現 内容 」が検討 され る。

視 覚 的 広 告

・不安訴求強

・不安訴求弱

記 述 広 告

喫 煙 者 意 見

・不安訴求強

。不安訴求弱

専 門 家 見 解'

・不安訴豪強

。不安訴求弱

→

消 費 者

不安感
の高低

(1)

(2)

禁止広告
の必要性

禁止広告
の表現内容

図6調 査(そ の2)で 検討 される変数間の関係

'If.・'"調 査(そ の2)の 方 法 ・

上記の問題点1か ら3を 明 らか にす るため,わ れわ れは調査(そ の1)の 場合 同様,質 問 紙調 査

法 に より必要 なデー タを収集 した。

ところで,調 査(そ の2)に おいては調査 票は大別 して4つ のパー トに より構成 されてい る。

「第1部 」 は,回 答者 のデモグ ラフ ィックスについて質 問 した ものである。 また一 日の喫煙 本数

の他 に,ア ル コー ル飲用 の頻度,広 告 に関 す る関 心度 な どについて も質問項 目が掲載 され た。

「第2部 」 は,調 査(そ の1)に 使用 した視覚的広 告Aお よびB(図2参 照)と,'そ れぞれ広 告

に対 する 「不快感 」「不安感」「記憶度 」「他者 との話題性」「接触後 の タバ コ吸飲 の減少傾 向」 とい

った質 問項 目か ら構成 されてい る。,

「第3部 」 は,表4の よ'うな専門家 の タバ コに対す る見解X,Y,表5の ような喫煙者 の体験談

A,Bが 掲載 され,こ れ らシナ リオに対す る 「支持程度」 また 「支持理 由」,さ らには シナ リオに

対す る 「不安感 の程 度」が測定 され た。

「第4部 」 は,回 答者 の身体 的不安症 状 を測定す るためにMAS(顕 在不安測定尺度,三 京房)か

　

ら10項 目が選択 され,:本 調査票 に活 用 された。 この10項 目はMMPI(ミ ネ ソタ多次元 パー ソナ

リテ ィ目録検査)よ り作成 された といわれ る。身体 的不安 が,社 会的不安 とど う関係 してい るかが,
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表4調 査(そ の2)に おいて使用 された調査票 のシナ リオ(専 門家 の見解)

御存知 の ようにタバコには3-4ペ ンツピ レン,タ ー ルの成分が含 まれていて,

暫 嫁 ・たとえ本数妙 な くと梅 晦 日囎 され ますと肺ガ.の 鹸 あります。 また

X:胃 や神経系の働 きが阻害 され,決 して身体に よい筈があ りません。 こり ことは

1研 究f一 一タに も難 されてい ます・

専 門 家 飲 まれるな ら・ 最小限度に控 えるべ きです。決 して タバ コは身体 に有益 ではあ… 一 一醒`り ま
せ ん 。 ま た 本 人 の み な ら ず,周 囲 の 人 び と に は 特 に 有 害 で あ る こ とは 多 く

Y'の 実 験 で 証 明 され 亡 い ま す
。L

表5調 査(そ の2)に おいて使用された調査票のシナリオ(喫 煙者の体験談)

1

わた しは 一般に ヘビー ・スモー カー といわ れる方です6ど うしても仕事の都合

喫 煙 者 で タバ コを多 く飲む ところがあ ります。軽 い煙草 を飲 む ように してい ますが止'"一 一一 め られ ま
せん。周囲の人びとに比 べ皮膚が黒ずんでつやが ない ように感 じます。 .

Aそ れどころか,胸 とか 胃の痛み を感 じガ ンにかか っているのではないか'と気に

な るときがあ ります。

とにか く仕 事の後 の一服はおい しいです。 タバ コ飲み の人 にほ,こ のととは よ

嘆 煙 着 くわか る筈です。 ま。た く飲 まな、、よりも激 みたけ れば少 し ぐら、歓 んだほ

Bう.が 精神衛生的に もよい と思 い ます・確 かに健康 によ く塗い と思 い ます・要 は・
適度に飲 めば よい と思い ます。

ここで取 扱 れ る こ とに な る。

調査(そ の2)の ため に操作 した変数 について

わ れ わ れは,設 定 した問 題 点1か ら3ま で を明 らか に す るた め,つ ぎの よ うな 変 数 を導 入 し,操

作 した。

「従 属変 数 」

問 題点1で は,「 禁 止 広 告 の必 要 性 」 で あ る。

「あ な た は,`タ .バtiの 喫 煙 を禁 止 す る キ ャ ンペ ー ン につ い て,ど う思 い ます か」 とい う設 問 に対

し,〈1)賛 成,(2)反 対, 、(3)関 心 な し,と い う こ とで測 定 した。 また,

「あ な た は,タ バ コに つ い て全 面 的 に禁 止 あ広 告 を出 した方 が よい と思 い ます か」 に 対 し:,(1>全

く禁止 すべ きだ,(2)部 分 的 に禁 止 すべ きだ,⑧ どち らで もな い,(4>'あ ま り禁 止 に こだわ る必 要
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はない,(5)ま った く禁止 の必要はな い,の5項 目を使 用 した。

問題点2で は,「 広 告に対 す る緊張度」 であ る。 あなたは,つ ぎの広 告Aお よび広告Bを ご らん

にな って,タ バ コの害 に深 く考 え させ られ ましたか」 「あなたは,つ ぎの専門家Xお よび専門家Y

の見解 を読 んで,タ バ コの害 に深 く考 え させ られ ましたか」「あなたは,つ ぎの喫煙 者Aお よび喫

煙 者Bの 体験談 を読 ん で,タ バ コの害 に深 く考 え させ られ ましたか」の3側 面 それぞれ について質

問 し,(1)非 常 にシ ョ ックだ っ.た,(2)や や シ ョックだ った,(3)ど ち らで もない,(4)シ ョックをあ

まり感 じない,㈲ シ ョックを まった く感 じない,で 測定 した。

問題 点3で は,「 期待 され る広告表現」が,従 属変数 として操作 された。

「あなたは,タ バコの ような人体 の健康 に よ くない製品 の 〈警告〉 キ ャンペー ンの広告 は,ど う

い う表現 が よい と思い ますか」

ω 感情 的に不安感 を表現 す る

(2)専 門家 の意見 を活用 す る

⑧ 喫煙者 の被害状況 を説 明す る

(4)感 情 よ り論理 で説 明 する

をそれ ぞれ,「 絶対 に そ うだ」5,「 ややそ うだ」4,「 どち らで もない」3,「 ややそ うでない」2,

「絶対 そ うでない」1,と して,5ポ イン ト尺度 で測定 した。

「独立変数」

この変数 については,「 支持 され る広 告の種類」 また 「タバ コの有害性記述」 を操作 した。 その

ために,以 下の変数 を中心 に調査 デー タが分析 された。

(1)視 覚的広告A(不 安 訴求強)と 視覚的広告B(不 安訴求弱)

図2(10頁)に 掲載 された ような,写 真 のパ ネル であ る。 広 告Aは,明 らかに身体 上の悪影 響

を表現 した もので,苦 痛 の状態 を表現 してい る。広告Bは,軽 い一服 を表現 してい る ものの 「気 を

つ けない と肺 ガ ンにな る」 と強 調 してい る。

(2)記 述広告一 専門家 意見X(不 安訴 求強)と 専門家意見Y(不 安訴求弱)

'
表4に 示 された ように,文 章 に よるシナ リオ であ る。専門家意見Xは きわめて客観的な科 学デー

タに よりタバ コの有害性 を示 してい る。 専門家意見Yは,最 少限 の吸飲 をすすめてい る ものの タバ

コの有害性 を強 調 して い る。

⑧ 記 述広 告一 喫煙 者意見A(不 安訴求強)と 喫煙者意見B一(不 安訴求弱)

表5に 紹介 された ように,② と同様,文 章 に よるシナ リオであ る。 喫 煙者意見Aは,ボ 身体上 の

悪 影響 を表現 し,コ ンデ ィシ ョンの異変 を訴 えてい る。喫煙者意 見Bは)精 神 衛生 上,あ る程度の

吸 飲 を止む を得 ない と して いるが,「 健康に よ くない」 と表現 して いる。 さらに,

「不安感 の高低」 を操作 す るために,前 述 のMASを 使用 し,調 査対象者 を分類 した。 そ して高
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い群,低 い群 に よる両者間の差異 を検討 する独立変数 とした。

調査期間と調査対象者

本調査 は,1984年10月 中旬 よ り,11月 中旬にわた り施行 された。 調 査対象者 は,東 京都23区

に居住 する生活者 を中心 として,20歳 以上 の成人 男女300名 が選択 された。 また特定 の年 齢層 に偏

らないため,東 京都人 口の比率配分 で,事 前 に サ ンプ リングが行 われた。

その うち,回 収 された票 は,260名(回 収率86.7%)で あ った。

調査票 の配布 に当 って,事 前に 「いろいろな広 告 や説明文 が掲載 されてい ます。 タバ コの有害性

について,ど の広告 や説明文 を支持 され ますか,よ く読 まれて回答 して くだ さい」 とい った点 を強

調 した。

なお,喫 煙者 は回答者260名 の うち,82名(31.5%)が そ うであ った。 ・また対象者 は,こ の種

の調 査 に過去参加 した ことのない こ とが,確 認 され た。

i調査(そ の2)の 結 果

'
設定 された調 査(そ の2)の 問題点 ご とに,つ ぎの ような結果 が得 られた。

問題 点1一(1)タ バ コの身体 的害 に関 す る 「視覚 的広 告」 と 「記述 広告」 の効果 の比較

タバ コに よ って,人 々が身体 的害 を蒙 るこ とは,周 知 の事実 として理解 されてい る。 そ こで喫煙

を阻止 させ るには'「視覚的広 告」 の方 が効果的 か,あ るいは 「記述広告」 の方 が より効果 的か を比

較検討す る ものである。

われわれは,不 安喚起 の高 い視覚 的広告 の場合 ㈲ と低い視覚的広告 の場合(B),ま た不安喚起

の高 い記述 広告 の場合 ㈲ と低 い記述広 告の場合(B)の2×2の 二元配 置 に よる変数 の 操 作 に よ

り,い ずれ に効果が評価 され るのか,あ るいは両者 の組合 せが,タ バ コの喫煙 に強 い阻止効果 を示

表6「 タバコ禁止広告の必要性」に対する視覚的広告と記述広告の影響力の差について

平方和df平 均平方F値 ・

1.視 覚 的 広 告(A,B)0.2310.23-

2.記 述 広 告(A,B)37.10137.1023.94**
』
3.交 互 作 用1.9311.931.25

4.誤 差219.611421.55

258.87145

注)**は,1%水 準で有意差のあることを示す。
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すか どうかが検 討 された。 その結果,表6の ような効果がみ られた。

つ ま り,視 覚的広告 よ り記述広告 の方 が,明 確 に 「タバ コ禁止」 の広 告 として,効 果の ある こと

がi理解 された(F=23.94,dfニ1と142,P<0.01)。 そこでわ れわれは,記 述 広告 ㈹ と記述

広告 ⑧ のいずれに 「タバ コ禁止」の広告 として好 ましいのか を集計処理 した ところ,図7の よう

に表現 さ'れた。 ここか ら明 らかに強 い不安喚起 を訴求 した記述広告 ㈲ つ まり喫煙 者Aの 意見 を支

持 した人 々の方が,「 タバコの禁止広告」 を必要 とした ことである。
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93.00

禁
止
広
な
口2.00
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必

要

性1
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X=3.75
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図7「 タバコ禁止広告 の必要性」に対す る記述 広告(A,B)の 影響力の差について

問題 点1一(2)タ バ コの身体的害 に関す る記述 広告,r喫 煙 者意見」 と 「専門家情 報」の効果 の

比較

タバゴの禁 止広告 について支持 す る,支 持 しない とい った影響 を喫煙 者 と専門家 の考 え を表現 し

た記述広告に接 した場合,そ れ らの広告 に接 した人々は,い かな る評価 をす るか を検討 す る もので

あ る。

喫煙者意見 については,や は り高 い不安 を喚 起す る表現 ㈲ と低 い不 安 を喚起 す る表現 くB)を,

また専門家情報 について もやは り高 い不安 を喚起 する表現(X)と 低 い不 安 を喚 起 す る表現(Y)

とに分類 された6そ れ ら独立変数 に対 し,「 タバ コの禁止広 告」 の必要性 を分散分析 に よ り検討 し

た ところ,そ の結果 については,表7に 要約 されてい る。

ここでは,専 門家 より喫煙者 の意見の方 に有 意差が認 め られた(P=24.55,df=1と142,

P<0.01)。 またこの表7で は,表6と 同様,交 互作 用の効果 に おいては,何 ら有意差 が認 め られ

ていない。なお,喫 煙者意見のA,B,い ずれに よ り強 い タバ コ禁 止広 告の必要性 が評価 され るの
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表7「 タバ コ禁止広告 の必要性」に対 する記述広告(喫 煙者意見 と専 門家情報)の 影響力の差について

平方和df平 均平方F値

1.喫 煙 者 意 見(A,B)44.43144.4324.55**

2.専 門 家 情 報(X,Y)0.4310.43-

3.交 互 作 用0.3710.37-

4.誤 差256;691421.81

301,92145

注)**は,1%水 準で有意差のあることを示 す。

4.00

案

暴3.oo歪

広

告

の2.00

,必

要

性

1.00

X=3.81

X=・2.76

喫 ・ 喫
煙 煙
者A老B
な ぬ居
、,恩

見 見

図8「 「タバ コ禁止広 告の心要性」に対 する喫 煙者意見(A,B)の 影響力の差 について

か を検 討 す るた め,図8が 作 成 され た。 そ の結 果,高 い不 安 を喚 起 す る喫 煙 者 意 見 の方 が,低 い不

安喚 起 のBよ り大 き い 影 響 力 を示 す こ とが理 解 され た。`

問題 点2一(1)「 不 安 感 の高 低 」 別 に み た視 覚 的 広 告 に対 す る緊張 度

不 安 感 の高 低 に よ り,視 覚 的 広 告A,Bに 対 し,ど の 程度 の 緊 張感 を それ ぞれ 評価 す るの か,注

目 した と こ ろ,図9の よ うな結 果 が 得 ら れ た。(1)広 告Aに 対 し不 安 感 の高 い人 の緊 張 度 は,X=

3・55,σ=・1.30,(2)広 告Bに 対 し不 安 感 の高 い人 の 緊 張 度 は,π=2。38 ,σ=1.10,(3)広 告Aに

対 し不 安 感 の 低 い人 の 緊 張 度 は,X=3.35,σ ・=1.46,(4)広 告Bに 対 し不 安 感 の低 い人 の 緊張 度

は,X=2.2,σ=・1。13,と い う こ とで,(1)と(3)の 関 では,t=0.82,df=125,notsig.(2)

と(4)の 間 で は,t=0.95,df=126,notsig。 とい ず れ も有 意 差 が み られ な か った。 た だ し広 告

A(不 安 の高 い訴 求)ど 広 告B(不 安 の 低 い訴 求)の 間 で は,両 群 と も有 意 差 が み られ た。 つ ま り,
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図9不 安感の高低による視覚的広告A,Bに 対する評価

(1)と(2)で はt=5.39,df=123,P<0.01,(3)と(4)と ではt==5.04,df=128,P<0・01

で,こ こか ら両 群 と も広 告Aの 方 が,広 告Bよ り強 い緊 張 感 を喚 起 す る こ とが理 解 され た。

問題 点2一(2)「 不 安 感 の高 低 」 別 にみ た 記述 広 告(喫 煙 者 意 見)に 対 す る緊張 度

不 安感 の 高 低 に よ り,喫 煙 者 意 見A,Bに 対 し,そ れ ぞ れ どり程 度 の 緊 張感 の差 異 が 評 価 され る

か を検 討 した と こ ろ,図10の よ うな 結 果 が 得 られ た。

(1)喫 煙 者 意 見Aに 対 し,不 安 感 の高 い 人 の 緊 張 感 は,X=3.95,σ ・=1.10,(2)喫 煙 者 意 見Bに
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図10不 安感の高低による喫煙者意見A,Bに 対する評価
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対 し,不 安 感 の高 い 人 の緊 張 感 は,X=2.97,a=1.08,(3)喫 煙 者 意 見Aに 対 し,不 安 感 の 低 い

人 の緊 張感 は,X=3,27,σ=1.45,(4)喫 煙 者 意 見Bに 対 し,不 安 感 の 低 い人 の緊 張 感 は,X=

2.53,σ=1.16が み られ た。

(1)と(8)の 間 で は,彦=2.88,df=121,P<0.01,(2)と(4)の 間 で は,彦=2.18,df=124,

P〈0.05と い ず れ も有 意 差 が み られ た。 こ こか ら不 安感 の 高 低 別 に,喫 煙 者 意 見 に対 し,顕 著 な

差 が理 解 され た。 また喫 煙 者 意 見A,Bの それ ぞれ に対 し,こ れ また両 群 ど も有 意差 が 認 め られ た。

つ ま り,(1)と(2)で は 彦=4.91,df=120,Pく0.01,(3)と(4)と で はt=3.12,df==125,

P<0.01で,こ こか ら喫 煙 者 意 見A,Bに 対 し,不 安感 の 高 低 別 それ ぞ れ に緊 張 感 の異 な る こ と

が理解 され た。

問 題 点2一(3)「 不 安 感 の 高 低 」 別 に み た記 述 広 告(専 門 家 意 見)に 対 す る緊 張 度

不 安 感 の高 低 に よ り,専 門 家 意 見X,Yに 対 し,ど の程 度 の緊 張 感 を それ ぞ れ評 価 す るの か,'注

目 した とこ ろ,図11の よ うな 結 果 が 得 られ た。
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図11不 安感の高低による専門家情報X,Y,に 対する評価

(1)専 門 家 意見Xに 対 し,不 安 感 の高 い 人 の 緊 張 感 は,X=3.62,σ=1.09,(2)専 門 家 意 見Yに

対 し,不 安 感 の高 い人 の緊 張 感 は,X=3.29,σ=1.01,(3)専 門 家 意 見Xに 対 し,不 安 感 の 低 い

人 の緊 張 度 は,X・=3.03,σ=1.36,(4)専 門 家 意 見Yに 対 し,不 安感 の 低 い人 の緊 張 度 は,X=

2.86,σ=1.21と い う こ とで,(1)と(3)の 間 で は,t・=2.68,df・=126,P<0.01,〈2)と(4)

の間 で は,t=2.15,df=126,P<0.05と い ず れ も有 意 差 が み られ た。

こ こか ら不 安 感 の高 低 別 に,専 門 家 意 見 に 対 し,顕 著 な 差 が 理 解 され た。 と こ ろが 専 門 家 意 見X

とYと の間 で は,不 安 感 の高 低 別 に そ れ ぞ れ有 意差 が認 め られ なか った。 つ ま り ω と(2)で は,
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t=0.42,df=126,notsig.(3)と(4)で は,t=o.74,df=126,notsig・ で ここか ら画餅 は,

専門 家意見X,Yい ずれに対 して も,ほ ぼ同程度 の緊張感 を評価 した といえ る。

問題 点3一(1)「 不安感 の高低」別 にみ た支持 する広告表現 の検 討

この問題点 を明確 にするため,つ ぎの4つ の広告表現 について,そ れぞれ不 安感の高低別 に分類

された消 費者 が,ど う評価 したか を検討 す る ものであ る。

まず(a)「 感情 的 に不安感 を表現 す る」 こ とについて,不 安感 の高低詳 聞 を検定 した とこ ろ,t==

O.26,df=130,.nots重g.(b)「 専門家 の意見 を広 告に活用 す る」 ことについて,不 安感 の高低別 に

みてt=0.11,df=130,notsig.(c)「 喫煙 者の被害 状況 を説 明 する」 ことについて,不 安感 の

高低別 にみてt=0.19,df=130,notsig。(d)「 感情 よ り論理 で広 告表現 す る」 ことについては,

彦=0.15,df=130,notsig.で,す べ て有 意差が認 め られなか った。 こ こか ら,こ れ・ら・4つの観

点 か ら支持 され る広告表現 を検 討 した ところ,い ずれ も消 費者 の不安感 の高 低 に顕著 な違 いのない

ことが理解 され た。

問題 点3一(2)「 不安感 の高低」別 にみた広 告表現間 の差異検討

この問題 点の検討 は,先 に触 れた4つ の広告表現一(a)感 情的 な不安感表現,Gb)専 門家 意見 の

活 用,(C>喫 煙者 の被害状況説明,(d)論 理的 な不安感表現 についての支持 状況 を検討 す る もので
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あ る。

まず 「不 安 感 の高 い人 々」 に つ い て の広 告表 現 間 の支 持 状況 の差 異 に注 目 した い。

図12を 参 照 す れ ば 理 解 され る よ うに,支 持 得 点 の順 位 は}(c))『==4.2,0=0.86,(b)X一=・3.8,

σ=1・01,(a)X=3・55,σ=1.34,(d)π=3 .14,σ=1.20,と な って,喫 煙 者 の不 安 感 表 現 が

「タバ コめ 警 告 キ ャ ンペー ン」 に ょい とい うこ とを示 して い る。 さ らに これ ら4表 現 間 のF検 定 を

行 った と ころ,F=10.13,df=3と256,P<0.01で あ る こ と が理 解 され た。 そ こで各 表 現 聞

のt検 定 を した と こ ろ,(a)一(C)t=3.25 ,dfS128,P<0.01,(b)r(¢)t=2.35,df=128,

P<0・05,(b)一(d)'… と3.30idf±128,P〈0.01,(C)一 一(d)t'=5.89,df==128,P〈(}.01で,

それ以 外 の 関係 に は,有 意差 が 指 摘 され な か った 。

つ い で 「不 安 感 の 低 い人 々」 につ い て検 討 して み た い。

まず4っ の広 告 表 現 に つい て は,図13を 参 照 す れ ば 理 解 され る。 こ こで は,不 安 感 の高 い人 々

の場 合(図12参 照)と 支持 得 点 の順 位 は 同 じで あ る。

(c)喫 煙 者 の 被 害 状 況 説 明,X=4.17,σ=0.95,(b) .専 門 家 意 見 の 活 用,ス 『=3.78,σ;1.13,

(a>感 情 的 な不 安 感 表 現,X=3.49,σ=1、22,(d)論 理 的 な不 安 表 現,薯=3.11,σ=1.04と な

って,や は り(c>喫 煙 者 の被 害 状 況 を説 明 す る とい う不 安 感 表現 が も っ と.も高 い平 均 支持 得点 を示
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して い る こ と であ る。 また(d)論 理 的 な不 安 表 現 が も っと も低 い こ とが 理 解 され た。

い ず れ に せ よ,4表 現 間 のF検 定 を行 った と こ ろ,F=10.85,df=3と256,P<0・01で

有 意 差 が 指 摘 され た。 さ らに4表 現 それ ぞ れ の平 均 値 の 差 の検 定 を行 うた め 彦検 定 を した と'ころ,

(a)一⑥ 間 は,t=3。58,df=128,P<0.01,・(b)一(¢)閥 は,t=2、17,df・=128,P<・0・05,

(b)一(ld)間 は,t=3.53,df=128,P<0.01,(¢)一(d)間 は,t==5.89,dfニ127,P〈0・01と 有

意 差 が評 価 され た。 た だ し そ れ以 外 の(a>一(b)問,ま た(a)一(d)問 に お い て は,ま った く有 意 差 の

指 摘 され な か った こ とで あ る。 こ こか ら,「 不 安 感 の高 低 に 関 係 な く,(1)感 情的 表 現 と専 門家 の 意

見 活 胤(2)感 情 的 表 現 と論 理 的 表 現 との 間 に,顕 著 な差 異 は み ら れ ず,喫 煙 者 の被 害 状 況 の 表 現

こ そ,タ バ コ禁 止 キ ャ ンペ ー ンに高 い 支 持 が み られ る こ と」 が理 解 され た。

調査結果の考察

調査(そ の1)で は,「 禁止広告 の必 要性 」は,「 喫 煙経験」 が大 きな影響力 をもつ こ とが理解 さ

れた。 これは経験年数 が長 いほ ど,そ れな りの蓄積作 用 に よる身体 の不調 や 自覚症状 と関係 するた

め禁止広告 を必要 とす る ようであ る。 また喫煙 経験 に よって,広 告 で表現 された内容 につ いて,多

様 な観 点か ら解釈 す る可能性 も評価 され た といえ る。

問題 点1一 一(1)の 「禁止広告 の必要性 」は,図2の 視覚 的広告(A,B)と 表5の 記述広告(A,

B)と をセ ッ トと して比較 して,い ずれ の広 告 に接触 した回答者が よ り強 い必要性 を感 じたか を検

討 した ものであ る。広告 で表現 され た ものは,い ずれ も同 じ年齢層 の同 じ立場の一般 の喫煙者 の実

態 について紹介 された ものであ るが,シ ナ リオ化 され文章 表現 され た 「記述広告」 に高い必要性 が

評価 された ことであ る。

これは視覚的 に,確 かに タバ コの害 につ いて評価 され る ものの,「 具体性」 に欠 ける点,や は り

記述広 告 の方 が効果 的 といえそ うであ る。 また 「客観的 な被害 状況の デー タ」 としての効果は,一

読 した人 々に対 し強 い影響 を与 える ように思わ れ る。 もちろん この ような活字媒 体に よる伝達 は,

二股 に教育水準 の高 い人 々 に対 して効果 的であ るといわれてい るが,調 査 対象者が大学生が選択 さ

れた とい う点 で,結 果 の限界 は無 視で きない と思われ る。

問題点1一 一一(2)こ こでは,同 じ記述広 告で も,表4の 専門家 に よる見解 と表5の 喫 煙者 の体験談

と比較 した場 合,調 査対象者 とほぼ同 じ年 齢 や立場 の 「喫煙者 の被害 状況」 の訴求 の方 に,「 心理

的距離」 の近 さか らインパ ク トの大 き さが評価 された よ うであう。 あ るいは 「準 拠集団へ の所 属意

識」 が強 化 されたか もしれ ない。 た とえ専 門家 が 「決 して身体 に よい筈 があ りません」(広 告A)

とか 「特 に有害 であ ることは,多 くの実験 で証明 されてい る」(広 告B)と 強調 されて も,「 その こ

とは十分承知 してい る」 とい った 「拒否 的態度」 と関係 してい るよ うに思われ る。
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問題点2一(1)で は,操 作 した不安感の高低 において,何 ら差 異は認 め られなか った。 しか し視

覚的広告AかBの 間 では,不 安感 の高い もの,ま たは低 い もの,い ずれ もが視覚 的広告Aの:支 持 者

は,Bの 支持者 より高 い 「緊張感」 を示 してい ることが理解 された。 これは,広 告Aの 登場人物 に

み られる表情 と科 白のため とい える。 広告Aは,「 頭が痛 い」 といいつつ,同 時 に腹 をかかえて明

らかに苦痛 を表現 して いる。 それに対 し広告Bは,微 笑つつ 「仕事 の後 の一服は美味 しい,し か し

気 をつけない と……」 とい った,や や余裕 さえみ られる。両者間 の視覚 上の快,不 快 の差異 が明 確

に認知 され評価 された ことは シナ リオの意見 と接触 した結果,、強 化 された と思われ る。.これが 「緊

張感」・において も顕著 な差異 を惹起 させた よ うである。,,

問題点2一(2)で は,不 安感 の高 い もの,低 い ものの間 で,顕 著 な有意差 が確認 された・ことであ

る。つ まり高い ものは,低 い ものよ り.「緊張感」 において,明 らかに差が評価 された ことであ る。

この よ・うに,喫 煙者 の意見A,意 見Bに 対 し,そ れぞれ不安感 の高低 もまた異 な る ・「緊張感」 を

惹起 させた ことであ る。 この ことは,先 述 の問題点1一(2)で 検討 された調査対 象者 とシナ リオで

表現 され た喫煙者 との 「心理的距離」 の問題 に より解釈が可能 であ り,あ るいは 「自我 関与」(ego-

involvemant)に よる調査 対象者 の喫煙 者へ の 「投 射」作用 の結果,喫 煙者意見A,Bの 間 に異 な

る影響が指摘 された ともいえる。'

問題点2一(3)で は,確 か に不安感 の高低 に よる緊張感の程度の差は指摘 されたが,不 安感 の高

いものが専門家意見X,;Yに 対 し,あ るいは不安感 の低 い ものが,、専門家意見X,Yに 対 し,そ れ

ぞれ緊張感 に明 白な差 を生 じさせてい る。 この ことは,表 現 や内容が異な って も,「 専門家の説明

によれば,い ずれにせ よ,'タ バ コの有害性 は否定で きない」 とい った専門 家の説 明には,「 一括的

解釈」が な されやす く,専 門家の発言 に対 しては どうい う種類 の情報 であれ,受 け手 の言動 に対 す

る客観的 な 「確認的評価 」の基準 として活 用 されやすい こ とである。

問題点3一(1)の 「禁 止キ ャンペー ンの表現 内容」 につ いて,調 査対象者の不安感 の高低 には有

意差がみ られないが,こ れは 「タバコの害」 やその 「タバコへの関心」 とい うことで,不 安感の高

低に関係 な く対象者 が 「タバコ」 その もの に向け られたため,禁 止 ギ ャンペー ンの 「表現 内容」が

あまり問題 にな らなか った と思われ る。つ まり,禁 止 とい うことが前提 であれば,表 現内容 は何 で

あれ,不 安感 の高低 が異 な って も人 々の評価は同 じであ った とい うこ とであ る。

問題点3一(2)お よび(3)は,い ずれ もが,結 果に同 じ傾 向 を示 した ことは,先 の(1)の 場合

と同様の問題 と思わ れる。 しか しいずれ もが,「 喫煙者の被害状況」 「専門 家の意見」 「感情的 に不

安感の表現」「論理的表現」 の順 で,も っとも 「喫煙者の被害状況」の表現 が,禁 止キ ャンペー ン

に希望 された。 これは,「 喫 煙者の被害状況」 こそ,(a)も っとも身近かな存在の問題 で,関 心が も

たれやす い。・㈲ その有害 さは,「 当事者 の発言」で,十 分理解 され る,と い う点 でゴ禁止 キャ ンペ

剛ンに期 待 され る ようであ る
。
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広 告 制 作 上 の 留 意 点

本 研究の結果か ら,い くつか の点 で広告制作上 の有効 な示唆 が得 られ ると思われ る。

ω タバ コを中心 と した禁止広告 を展 開 する場合,ど うい つだ点に考慮 すれば もっとも支持 され

やす いか,こ のこ とは,視 覚的 な広告 よ り,詳 細 に被害状 況 を説 明 した 「記述広告」 が,き わ

めて効果的であ るこ とが理解 された。

簡潔な表現の文章 に よる 「被害状況 の記述」 は,読 む人 々 に対 し,む しろ強 い インパ ク トを

与 える ようであ る。 ただ し,こ の場合,喫 煙者 の被害状況 が禁止広 告 であ る'ために,や や高 い

不安喚起 の表現 であ ることが重要 といえ る。

② 同 じ文章記述 した広告 で も,有 害性 について,@科 学的論証に もと.ずく専門家 の見解 と,

⑤ われわれ と同 じ立場 にあ る一般の喫煙者 に よる被害説明 の体験談 で は,後 者 の方 に大 き な

効果 の期待 され るととであ る。 ここか ら も,禁 止広告 を作成 す るに当た り,実 際 の被害 者 を も

ってかれ らに,有 害性 のた めに悩 み,苦 しんでい る実態 を卒直に表現 した方が,い かに受 け手

に対 し強 烈 なイ ンパ ク トを与 え るかであ る。

(3)禁 止広 告には,緊 張感は重要な要因 とい え る。理由は,記 憶 が持続 され るとい う前提 に よる

ためであ る。

ところで,消 費者 はだれ し も不安感 を意識 して いる。強 い不安 感,弱 い不 安感 と さまざ まである。

ここで,

(a)視 覚的広告A(不 安訴求強)と 視覚 的広 告B(不 安訴求弱)の 比較 では,だ れ しも何 らかの

緊張 感 を広告A,Bよ り意識 した と思わ れ る。 その場合,だ れであれ広 告Aの 方が広 告Bよ り

強い緊張感 を意識 した ことであ る。 ただ 「視覚 的表現」 については,調 査 対象者 の年齢 や教育

水準 と関係 して特徴 が表出 されたか もしれない。

㈲ 喫煙者 自身 の発言 に よる記述広告 の場合 は,明 確に不安感 の高低 に も,ま た喫 煙者 の体験 談

A(不 安訴求強),体 験談B(不 安訴求弱)の 問 に も,「 緊張感」の程度 に明 らかな差異 を生 み

出 した ことである。 つ ま り,不 安感 の高 い人は,低 い人 よ り体験談Aに 強 い緊張感 を評価 して

いる。

⑩)し か し専門家見解 の シナ リオに対 しては,不 安感の高 低 によ って,緊 張感 の喚起 の異 なる こ

.とが理解 されたが,'不 安感 の高 い人 は高 い入 で,低 い人は低い人 で,専 門家見解A(不 安訴求

強)と 専門家見解:B(不 安訴求弱)と では,ま った く緊張度 において差 異が み られていない。

つ まり,こ こでは専門家 の表現 の トー ンは異な って も,専 門家が少 しで も有害性 を評価 すれば,

タバ コの有害性 に関 しては まった く同 じ トー ンとして受 容 されやすい ことを意味 している。

以 上,こ こか ら不安感 の高低別にみた影響は,記 述広告 に よる訴求 に よ り反映 され る。'ただ し記



一・一一一 消費者 の不安感 と広告表現の関係 一 一51

述広告の表現 も,不 安感 の強弱 について は,「 喫煙 者」 も 「専門家」 の見解 に も評価 される ものの,

専門家 は どんな表現で,ど んな内容 で話 され よ うと も 「悪 いこ とは悪 い」 とい った 「包括的 把握」

のされやすい ことであ る。

(4)禁 止広 告の内容 につ い1(は,不 安感 の高 い消 費者,低 い消費者 と関係 な く,先 述通 り 「喫煙

者 の被害状 況」 を説明 した記述広 告が もっと も支持 されやす い ことが理解 された。専門家 の警

告 よ り,感 情 的な表現 よ り,あ るいは論理 的な記述 より,当 該者 の被害 状況 についての表現 内

容 を表現 した方 が効果的 であ ることが理解 された。 そ こで,交 通事故,地 震災害1家 庭内暴力,

あ るいは麻薬へ の警告,ま た は禁止 キャ ンペー ンについては,「 被害者 の現状 をその まま表現

す るこ と,そ の悲惨 な実態 を伝 達 す ること」 こそ,危 険回避 または克服 に効果 的である ことが

理解 された。

本研究 の マーケデ ィング上の意義

本研究 では,公 共 的な観点 で,人 々に拒絶 させ る禁止広告や有害 さを強 調 させ る警 告キ ャンペー

ンの重要 性が強調 された。 まず本研 究では,効 果 的な禁1L広 告の条件 が検討 された。 その結果,若

干の示唆的 内容 が明 確に され た。

本研究 では,タ バ コが取扱 われたが,タ バ コに限定 されず社 会的 に好 まし くない問題,好 まし く

ない商 品,サ ー ビス,さ らには好 まし くない活動 を抑制す るために,そ の広告制作の方 向が明確 に

された。

そこで本研究 と関連 す る若 干の研究 をここで検討す るこ と に よ り,「 本研究の マー ケテ ィング上

の意義」 を論述 しでみ たい。

ゆ

(1)IrwinA・Shapiro&RobertEMajewskiら に よる研 究 では,過 去開業医,弁 護士,会 計

士 な どは 「広告 が非倫理 的」 とい う理 由に よ り,広 告が活用 されて こなか った。 しか しア メリ

カの最高 裁 と公正取 引委員会は,「 消費者の知 る権 利を奪 うものであ る」 論点 で,積 極的に広

告活動の必要性 を強 調 してい る。 ・確 かに,1970年 代にはア メ リカの歯 科開業医は20%も 増

加 したの にかかわ らず出生 率の低 下 と歯科健康 思想 の普及 に よ り,患 者の数は減 少 して きてい

る。 そこでア メ リカの歯科医 師会 は,大 衆 を教 育するキ ャンペー ン広告 を行 ってい るが,こ こ

で専門職 と しての .「歯科医 の広 告」 を通 して,消 費者の反応 を調査 してい る。

われわれの視覚 的広告 と記述広 告に対 し,こ こでは(a)告 知的広 告(単 純 な情報 のみ),(b)説 得

的広告(説 得 的な言葉が書 か れてい る もの),
一⑥ 料金提示(治 療費 の書 か れて いる もの),(d)値 引

き(顧 客 を誘 う言 葉 と割 引料金の掲載 されてい るもの)を 使用 してい る。 つ まり,わ れわれの記述

広告に対応 する もの として,こ こでは4種 類 の広 告が作成 され,種 類間 の効果 について触 れ られて
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い る。 さらに,記 述 広 告の 研 究 方 向 と して,ど うい つだ タ イプ を考 慮 すべ きか とい った 点 で示 唆 的

で あ る。

結 果 は,(a)に 対 し歯 科 医 の56%,消 費 者85%は,広 告 メ ッセーージに対 し高 い 賛 成 を示 して い

る。 そ して ⑥ に対 し,歯 科 医 と消 費者 の反 応 が決 定 的 に 異 な って い る。 この 広 告 は,歯 科 医 の サ

rビ ス と治 療 費 を,'何 の飾 りもな く示 した もの で あ る。 消 費 者 の87%は,こ の広 告 は よい,と

して い るの に対 し,、 歯 科 医 の84%は,治 療 費 の リス トを の せ る こ とは よ くな い と対 立 を示 し て

い る。'.この研 究 は,ま た送 り手 と受 け手 の両 者 の 賛成,満 足 を重 視 して い る点,注 口 され る研 究 と'

い え る。

(2)記 述 広 告 は,・RiChardF.Beltraminiの イ ンフ ォマ ー シ ャル(lnformercials)の 広 告 研 究 と

くゆ

部 分的に一致 す るところがあ る。 インフ ォマー シャル とは,イ ンフ ォー メー シ ョンとコマー シ

ャル との合成語 であ る。 長 さは,2分 か ら7分 以 上で内容は,従 来 のCMに 比較 して,豊 富 で

情報性 の高 いCMで あ る。 その効果 は,従 来 のCMに 比鞭 して どれ くらい大 きいか であ る。

われわれの研 究 において,記 述広 告が視覚 的広 告 よ り効果の み られた こと,さ らにこの記述広告

は,イ ンフ ォマー シ ャ'ルともい える特徴 を部 分的に兼 ね備 えてい ることであ る。 インフォマ ー シャ

ルは,時 間が一般AIJに 長いため,当 然 コス ト高1こな るが,効 果 は明確 に評価 されてい ない。孝 だ,

広 告主 の広 告マ ネジ ャーは コス ト高 にな るCMを さらに増加 す るこ とに反 対 であ る。1その理 由は,

CM時 間 を延長 して も効 果は それほ ど上 らない とい うこ とで,・7ス トの割 に効果 は少 ない と拒 否的

であ.る。 しか し広 告代理店 のデ ィレクター一は,長 い.CMを 支持 し,、インフォY一 シ ャルへg)指 向 こ

そ受 け手 に強 く認知度 を高 め ることを可能 にす る と使用 に積極 的であ る。

い ずれ にせ よ,言 己述広告 の今 後 の表現 内容 がう イ ンフォマー シャル とどの点が異 な り,ど の点が

類似 して いるか十分考 慮 した上 で,公 共性 を無視 で きない警告 キ ャンペー ンとしての機能 をさ らに

高 めるための検:討がのぞ まれ るところであ る。

(3)・警告 キ ャンペー ン,禁 止広告は それ な りに成功 を収 めねばな らな い。PradeepKKo;gaon"
　

kar,GeorgeP・Moschis&DannyN・Bellengerの 研 究 に よれ ば広 告 に よ って嘆 功 を収 め る

ため に,(a)広 告の全体 的な成功の場合,(b)売 上高増加 の場合,(c)好 感度 の創 成の場合,(d)

知 名度 向上の場 合 と4つ の 目的 を設定 し,そ れぞ れの努 力 すべ きポ イン トを明確に指 摘 して

い る。

強 いて警 告キ ャンペ訴 ンその もの に好感 をもたれ るため とい うこ・とで,(C).か,禁 止 され るべ き

内容 について広,<普 及 させ るこ とを目的 とい うことであ れ ば・(d>か いずれか を関連 づけ るべ きで

あ るが,⑥ な らば,成 功 した広 告 として 「製品が ユ ニー ク」「経営力 と財務力 の支援」 「適切 な媒

体選定 」 「ユ ニー クで ク リエ イテ ィブな訴求」 がのぞ まれ,(d)な らば,「 製品がユ ニー ク」 「(多 く

の ブ ラン ドのため)競 争が激烈」 「適切な媒体選定」 「ユ ニー クで ク りエ ィテ ィブな訴求」 「経営力
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と財務 力の支援」 とい ったKorgaonkar.Moschis&Bellengerら の調査結果 であ るが,こ れ ら条・

件の総合 力に よ り達成 され るとい うことであ る。

われわれ としては,禁 止広告 の必要 な条件 として,い か な る条件 の ミックスが もっとも効果 的 で

あるのかについて,実 証的 に検:討する必要 があ ると思わ れる。 当然 なが ら,そ れ以前 の問題 として,

禁止広 告 を規 定 してい る基本的 な条件 について,整 理 す る作業 が残 されてい る。

いずれにせ よ,上 記研究 の(1)は,記 述 広告の特 に重視 され るべ き内容 の方向,(2)は,記 述広

告の機能 と類似 して いるイ ンフ ォマー シャルの効用性 についての検討,(3)は,成 功 した広 告活動

についての実証的研究な ど,'本 研究の今後 の研 究に重:要な方向 づけを示唆 す る ものであ る。

調査(そ の2)の 要約

本研究 は,効 果的な禁 止広告 の条件 につ いて,調 査 した もの であ る。'

問題点1「 視覚的広告 と記述広 告(喫 煙者意見)の 比較」 では,記 述広告の強 い文持者 の方 が;

禁止広告 に高い必要 性を評価 した。記述広告 の中で も,強 い不安感 を与 える内容 を支持 した人々の

方が,弱 い不 安感 の広告 を支持 した人 々 よ り,高 い 「必要性」 がみ られた。 また記述広 告の中で,

「専門家意 見 と喫煙者意 見」 とでは,調 査 対象者 との身遊 かな存在 であ る喫 煙者意見,そ の中で も

やは り強 い不安感 を与 える記述広告 の支持者 に,禁 止広 告 に対す る高 い必要性が み られた。

問題 点2「 不安感 の高低別 にみた広告 内容へ の緊虫腹 」について,ω 視覚的広 告に対 しては,

不安感の高低 に関係 な く,広 告A(強 い不安感訴求)の 方 に,広 告B(弱 い不安感訴求)よ り高 い

緊張感 を示 した。ω 記 述広 告の中で も,喫 煙 者意見 に対 して,不 安 感の高い人 々は,低 い人 々 よ

り高い緊張感 を示 した。 しか しいずれの タイプ も,意 見A(強 い不 安感訴 求)の 方 に,意 見B(弱

い不安感訴求)よ り高い緊張感 を示 した。(3)記 述広 告の中で,専 門家意 見 に対 して,不 安感 の高

い人々は,'低 い人 々 より高 い緊張感 を示 したが,い ずれ の タイプ も専 門家意見X(強 い不安感訴求),

専門家意 見Y(弱 い不 安感訴求)共,ほ ぼ同程度 に緊張感 を示 した。

問題 点3「 不 安感 の高低 別に期待 す る警告 キ ャン'ベー ンの内容 検討」 では,調 査対 象者 の不安

感め高低 別 に,不 安感の表現,専 門家意見 の重視,喫 煙者 め被害 状況 の説明,論 理的 な有害 性 の訴

求の4点 か ら検 討 した。 その結果,不 安感 の高低 に関係 な く,4点 は共通 して表現 されるべ き内容

として期 待 された。 さらに4点 の強 い希望順位 として,「 喫 煙者 の被害 状況の説 明」「専門家の警 告

的意見の活用」「感情』的に不安感 の意 見表現 」「感情 よ り論理的 な広 告表現」 とい った順 に希望 が評

価 された。

今後,消 費者の人 格,身 体,さ らには生活 を尊 重 し,擁 護 する とい う方 向で,公 共 的 キャンペー

ンが ます ます重視 され るが,そ の効果性 を高 め るために,絶 えず 「その問題 の当事者 の被害 状況 や
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困難状態 についての克明な訴求」.が,他 の広 告制作 におい て も活用 され る ことがのぞ まれ る。

参 考 文 献

.(1)武 井 寿,「 不 安 の メ カ ニズ ム に応 え る サ ー ・ビ ス ・マ ー ケ テ ィング の 台 頭 」(18章)(横 田澄 司

・亀 井 昭 宏 編 著
,マ ー ケ テ ィン グの最 前 線,掌 文 社,昭 和59年,133-139頁)

(2)笠 原 嘉,不 安 の病 理,岩 波 新 書,1985年(8刷),14-16頁 ,

(3)横 田澄 司;「 農 薬汚 染 の 不 安 感 か らみ た消 費者 群 の 分 析 一 一特 に ラ イ フス タ イル変 数 か ら の 検

討 」 明 治 大 学経 営 論 集,昭 和57年,第30巻,第1号,23・ 一48頁

④ 横 田 澄 司,「 ラ イ フ ス タ イル の 方 向 .づけ に影 響 す る認 知 的 〈社 会 不 安 〉 と く自尊感 情 〉 の 効 果 」・

明 治 大 学 経 営 論集,昭 和59年,第32.'巻,第1号,'17-47頁

(5)StePhenA・Greyser・ 　IrritationinAdvertising,"ノburnalOfAdvertisingResearch
,

1974,Vol.10,No.1,pp.3-1e

(6).・.Vi・ki-Rubi・ ・c…1.Mq9・ ・&H・ ・sh・yH・F・i・dman,"C・mp・pyP・e・id・nt…s・ ・Spqkes-

P・・s・ninT・1俘 ・iSi・nc・mm・ ・ci・1・・"1・u・nal・fAd・ertisingResearch,1982, .V・L23,N・.

4,pp;31一;34

(7>ThomasJ・Madden&Marc.G・Weinberger,"Humorin
.Advertising:APractitioner

View・ 　 ノburnal《 ゾ ・AdvertisingResearch ..ig84,Vol.24,No.4,PP.23-30

(8)1.L,Janis'&S.Feshbach,``EffectsofFearandSpecifici㌻yofRecommeηdatiopミ 叩on

・Attit・des'・ndB・h・vi…"J・u・nat・fPers・nalilyandS・ci・IP・ych・1・gy
,1953,V・].48,

No.1,'pp.78-92

(9)JohnDeighton・``Tぬ ¢InteractionofAdvertisingandEvidence
,"ノburnalofConsumer

Rese4rch.1984,Vo1,11,No.3,pp.763-770

.⑩.・M.V、Matston,`'`qompliancewithMedicalRegimes:AReviewoftheLiterature ,s「

NursingReseaγch,1970,VoL19,No,'3,pp.312-323

ω: .R.1..Evans,R.M.Rozelle,M.D.Mittelmark,W.B.Ha舞sen,.A.L.B3ne&J.HaV至s,

"Deterringtheonsetofsmokingi
nchildren:KnowledgeofImnlediatePhysio董ogic31

,Effect9・andCopingwith.peerPressure,MediaPressure.andParent .Modeling,"Journal

ofAppliedSocialPsychology,1978,Vol.8,Nρ.・'2,pp.126-135

(iptRaymondL.Harton,"SomeRelationships.betweenPersonalityandConsumerDecision

Making,"ノburnalOfMarleetingResearch,1979,Vol .16,No.2,pp.233-246

⑬ 宮 城 音 弥f`タ バ コ,講 談 社 現 代 新 書,昭 和58年,58-66頁 ,

⑭.北 原 明 彦,「 製 品 の 心 理 的 効 用 に 対 す る 広 告 タ レ ン トの 影 響 カ ー 一特 に,欧 米 人,籔 本 人 タ レ



一一 消費者の不安感と広告表現の関係 一55

ン トの ソ フ ト ・ ド リ ン ク 広 告 に お け る 位 置 づ け に 関 す る 研 究 」 明 治 大 学 計 算 セ ン タ ー 研 究 紀 要
,

1984年,第16集,43-50頁

⑯ 横 田 澄 司,「 製 品 属 性 と 関 係 す る 消 費 者 の 価 値 観 と 広 告 表 現 の 検 討 特 に 家 電 製 品 の 製 品 化

計 画 に お い て 重 視 す べ き サ イ コ グ ラ フ ィ ッ ク ス に つ い て 」 明 治 大 学 経 営 論 集,昭 和58年,第

30巻,第2・3・4合 俳 号,13-32頁

⑯RenataTagliacozzo,　 Smoker'sSelf-CategorizationandtheReductionofCognitive

Dissonance,"AddictiveBehaviors,1979,Vol.4,No.3,pp.393-399

(ID横 田 澄 司,性 格 と 職 場 適 応,ブ レ ー ン 出 版,昭 和53年,84-85頁

qS)IrwinA・Shapiro&RobertF・Majewski,"ShouldDentistsAdvertise～."ノburnalof

∠4dvertisingResearch,1983,Vol.23,No.3,pp.33-37

⑲RichardF.Beltramini,`TheImpactofInformercials:PerspectivesofAdvertisersand

AdvertisingAgencies,"JoarnalofAdvertisingResearch ,1983,Vbl.23,No.4,pp.25-31

⑳PradeepKKorgaonkar,GeorgeP.Moschis&DannyN.Bellenger,"CorrelatesofSuc・

cessfulAdvertisingCampaigns,"lournalofAdvertisiagResearch,1984,Vol .24,No.1,

pp.47-53

付記 本研究は,昭 和59年 度 ・吉田秀雄記念事業財団の研究助成金により行われた。


